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国土審議会 土地政策分科会 不動産鑑定評価部会 

第３回不動産鑑定評価制度見直し検討小委員会 

平成２０年１２月３日（水） 

 

 

【北本地価調査課長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３回不動産

鑑定評価制度見直し検討小委員会を開催させていただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、全員ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 初めに、私のほうから資料の確認をさせていただきたいと思いますけれども、お手元の

ダブルクリップをおとりいただきまして、議事次第の後に座席表、それから配付資料一覧。

資料１、横長です。資料２、資料３－１と３－２、資料４、１枚紙です。資料５、資料６、

資料の７が１枚紙。その後ろに参考資料１というものがあるかと思います。もし過不足等

ございましたらお申しつけいただければというふうに思います。 

 それでは、早速ですが、これ以降の議事運営を委員長のほうにお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【熊倉委員長】  おはようございます。それでは、議事に入りたいと思います。議事次

第に従いまして、最初に会計基準のグローバル化とその影響ということで、原田委員のほ

うからプレゼンをお願いしたいと思います。 

【原田委員】  承知しました。 

 それでは、お手元の資料１をごらんいただけますでしょうか。これまでも何度か委員会

の中でお話ししているので、改めてご説明するまでもありませんが、会計コンバージェン

スということで、日本基準が少なくとも当面連結財務諸表を中心に国際的な会計基準であ

るＩＦＲＳにコンバートしていくということにほぼなっています。まだ正式決定ではあり

ませんが、流れとしてはそういうことになっています。その場合はアダプションというこ

となんですけれども、一方で、日本基準自体も徐々にＡＳＢＪを中心に会計基準の見直し

が行われておりまして、ＩＦＲＳ化しているということであります。 

 そういう中で、ＩＦＲＳというのは非常に時価主義に近い考え方をとっていまして、こ

れまで有価証券が時価評価されていたのが、不動産についても時価評価の対象になってく

るということであります。その場合に、では、その時価評価を企業がどうやってするかと

か、あるいは、会計監査人が企業が評価した時価をどうやって検証するかという実務上の
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問題がございます。当然、鑑定士の方々が作成される鑑定評価書に依拠するということで

はありますが、非常に現時的な問題として、鑑定士の方々の人数も限られておりますので、

すべて正式な鑑定評価書を入手できるのかということがございます。まさにこの委員会で

検討していた事項でございますが、実際に、会計基準の中で時価、公正価値というものが

どういうふうに取り扱われ、あるいは規定されているかというのをここでご紹介させてい

ただきたいと思います。 

 １ページ目ですが、会計コンバージェンスにおける公正価値の測定ということです。こ

れは概念フレームワーク、正式には測定フレームワークというんですか、その考え方のフ

レームワークをまず議論しておりまして、今ＩＡＳＢとＦＡＳＢ──ＦＡＳＢというのは

アメリカの会計基準をつくる団体でございますけれども、こちらの間で協議しているとい

うことであります。本来的には、ＩＦＲＳをつくるのはＩＡＳＢなのですが、米国基準と

いうのは世界的に影響力があって、それをつくるＦＡＳＢの影響力も非常に強いというこ

とで、ＩＡＳＢとＦＡＳＢが今検討しているということであります。 

 ここのところにこれまでの経緯が書いてありますが、２００５年９月にＩＡＳＢは検討

議題として、２００６年９月にはＦＡＳＢがＦＡＳ１５７「公正価値による測定」という

のを公表したということで、お互いのコンバージェンスに関する議論が始まったという経

緯がございます。２００６年１２月にＩＡＳＢもディスカッション・ペーパーを公表した。

これ自体は既にＦＡＳ１５７をベースとしているという背景がございます。そして２００

８年にＦＡＳＢのほうがＦＡＳ１５７を確定したということで、２００７年１１月１５日

以降開始事業年度から適用ということでありますので、アメリカの企業はほとんどが１２

月決算、あとはやはり３月も多いんですけれども、１２月決算が非常に多いということで

あります。２００８年度が正式適用ということです。 

 この中で、ポイントとして、今回は金融資産のみと、非金融資産は適用が延期されたと

いうことがございます。アメリカはＩＦＲＳのように、投資不動産会計、投資不動産を時

価評価するという会計基準を採用しておりませんので、当面は実質的影響が一番大きいの

は金融資産ということがあります。 

 そして２００８年４月にＩＡＳＢ・ＦＡＳＢの合同会議でＦＡＳ１５７の考え方を採用

するということで、今後の議論をしていくということが決定されたということがあります。

一応予定では、２００９年第１四半期をめどにＩＡＳＢがさらにリバイスしたエクスポー

ジャードラフトを公表する、そんなスケジュールです。 
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 それで２ページ目に移りまして、それではということで、ＦＡＳ１５７の考えというの

はどういうことか。今のサブプライムローン問題でこの基準が非常に注目を浴びているわ

けですよね。正直言って、私ども会計士にとっては目新しい基準ではなくて、これまでの

考え方を確認したようなところもあるんですけれども、特徴的なのは一番下に書いてある

公正価値のヒエラルキーを明示したということがあると思います。 

 それで、公正価値の定義については、「測定日において市場参加者との整然とした通常

の取引において、資産の売却の対価として受け取る、または、負債の移転の対価として支

払うだろう価格」、これが公正価値ですということなんです。言い方としては exit price

だということです。取引費用は考慮しないと。公正価値とはということで、ちょっと言い

方を変えると、「主要な市場」あるいは「最も有利な市場」での通常の取引、これは強制

的処分ではないと、生産とか、そういう事態を想定していない。企業が通常の、何の問題

も抱えていないという言い方はちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、通常の状態

で企業が形成されているときの取引価格だと。こういった取引を通じて市場参加者との関

係で決定されるということで、また、主要な市場とは、活発な資産の移転が可能な市場と

いうことで、特に有価証券の場合、想定しているのは、東京証券取引所とか、そういった

市場なんです。上場市場が最も典型的な例である。最も有利な市場とは、市場での取引費

用を考慮し、資産の受取額が最大となるような価格にて売却が可能となる市場だと。その

場合の市場参加者とは、独立の第三者であり、関連当事者でないこと。アームスレングス

取引である。入手可能な情報、必要な情報はすべて持って、合理的な理解・知識があって、

それを取引する、財務力とかそういうのもちゃんとありますと。それも自発的な意思に基

づいて、強制的な状態下にない、それによって取引している。経済学でよく出てくる完全

市場みたいな、ある意味かなり理想的な市場を想定しているわけです。そこまで言うと行

き過ぎになるかもしれないけれども、それに近いような市場を想定している。 

 その場合の資産の公正価値の測定は資産の最有効利用を前提とするということです。評

価技法としては、市場アプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチということで、

これはおそらく皆さんもなじみのあるアプローチだと思いますけれども。最後に、公正価

値のヒエラルキー、ここがちょっと特徴的なところである。ある意味、当たり前という言

い方はあるんですけれども、レベル１からレベル３まで３つありまして、レベル１の金融

商品は活発な市場における同一の資産・負債の市場価額で評価しなさいということで、こ

れは証券取引所での株式なんかを想定しているということで、市場外で、相対なんかの場
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合もある程度ここの範疇に入ってくるんですけれども、その場合は、買い建てとか売り建

ての価格で評価しなさいという言い方もしています。レベル２は、活発でない市場ではあ

るけれども、類似した資産・負債の市場価額というのがあると。それを参考に、これに必

要な調整を加えた価額で評価しなさいということで、例えば、有価証券ですと、ここで私

募債とか取引事例による不動産とか書いていますけれども、ＦＡＳ１５７の中でたしか例

示として挙がっていたのは、ある企業が発行している無担保社債、担保つき社債がありま

した。無担保はマーケットで取引されていますというようなタイプですね。それに必要な

担保がつくということの調整を加えて評価しなさいというようなことが例示として挙げら

れています。レベル３になると、そういった情報とか、取引量がさらに限定されるという

ことで、観察不能なインプット（観察可能な市場データの裏づけなし）という状況におい

て、一定の評価技法により算定した見積価額ということで、まさにインカムアプローチと

か、コストアプローチとか、こういった方法を利用することになっています。 

 それで、ご参考ということで３ページ目に入りますけれども、ＩＡＳＢの時価フレーム

ワークということで、先ほど言ったように、今、エクスポージャードラフトを準備してい

るという段階でありますので、そういった概念フレームワークみたいなものはないわけな

んですけれども、参考になるのは投資不動産に関する会計基準が、ＩＡＳ４０号のがござ

いまして、ここにいろいろと書いてあるんです。それがＩＡＳＢの考え方がわかるという

ことで、こちらの内容をご紹介すると、投資不動産を公正価値で測定しなければならない。

また、原価モデルを使った場合には注記で開示しなければいけないということになってい

まして、それで、公正価値の定義とは何ぞやということなんですけれども、取引の知識が

ある自発的な当事者の間で、独立第三者間取引条件により資産が交換される価額というこ

とで、基本的に、かなり先ほどのＦＡＳＢの考え方と近いわけです。不動産の公正価値に

ついての最善の証拠ということで、最善の証拠を入手して、期末時点の評価をしなければ

いけないということになっているわけなんですけれども、例示として、類似の所在地及び

条件で行われる類似不動産の実際の取引とか、類似する不動産がない場合は不動産の活発

な市場取引についての差異、それでもある程度近いものを選ぶんです、最善の努力をして

選ぶんでしょうけれども、その際の影響を考慮し調整した価格とか。それほど活発でない

市場の取引をその後の経済事象の変動を加味し調整した価格。あるいは、見積将来キャッ

シュ・フローをもとにした割引キャッシュ・フロー予測ということで、ヒエラルキーみた

いな形にはなっていないですけれども、ＦＡＳＢの考え方と同じような考え方をとってい
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るということはここからうかがえるかと思います。 

 もう１つ、実務慣行として、ヨーロッパの場合はＥＰＲＡ、ヨーロッパ上場不動産協会

（European Public Real Estate Association）がいろいろな実務処理指針というのを公表

しているんです。これはＥＵで活動している不動産会社とか、会計事務所とか、法律事務

所とか、いろいろな関連する団体が参加して、この実務指針を作成しているわけなんです

けれども。強制力はないんですけれども、一応、そういう団体でつくっている実務指針と

いうことなので、不動産上場会社なんかはこのガイダンスに従って、実質的には会計処理

とか、財務諸表の作成を行っているということが言えると思います。その実務指針では、

投資不動産の評価は国際評価基準（ＩＶＳ）に基づき、公正価値の評価を行うことが望ま

しいということで、評価の時期としては、ＩＡＳ４０号に従って、四半期、半期、年次の

タイミングで行いましょうと。それで年末の報告日には、少なくとも年１回は外部鑑定士

による評価を行うということで、さらに不動産会社は適用した評価方法を開示し、投資不

動産を評価する上での前提条件、使用数値を明示するということです。 

 ですから、アーンスト・アンド・ヤングのサーベイでは、２００５年以降、ＥＵの企業

というのは、ＩＦＲＳのアダプションを行っているわけなんですけれども。このＩＡＳ４

０号、投資不動産の会計というのは、この間もご説明したとおり、公正価値モデルと原価

モデルの選択、適用ができるんです。どちらがいいとか、悪いとかは全然言っていないの

で、原価モデルをとっても問題ないわけなんですけれども、ほとんどが、９５％以上が公

正価値モデルを採用していて、残りの企業も翌期以降公正価値モデルの変更を検討してい

るということであります。多分、変更したと思うんです。ちょっと私は確認していないん

ですけれども、その際には、基本的に、ほとんどの企業は外部の鑑定士さんの評価書を利

用しているということでありました。 

 以下、鑑定評価基準についてのご紹介ということでありますので、私からは以上です。 

【熊倉委員長】  ありがとうございました。第１章のところで出てくる鑑定評価をめぐ

る環境の変化ということで、会計の大きな動向の話が出てまいりますので、改めてもう一

度確認ということで、ご報告いただきました。何かご意見とかありましたら、どうぞ。 

【村木委員】  新聞に１１月の何日かにコンバージェンスが決まりましたというのが載

っていたんですけれども、確認かもわかりませんけれども。 

【熊倉委員長】  ２８日に賃貸用不動産の。おっしゃっているのはそのことだと思いま

す。 
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【原田委員】  そうですね。それは確定しました。それはＡＳＢＪがＩＡＳＢとの会計

コンバージェンスのプロジェクトを、覚え書きで掲示したプロジェクトがあるんですけれ

ども、そのスケジュールに従って日本基準を一定のスケジュールの中で順番に見直しして

いるんです。 

 これは、日本の会計基準を国際会計基準の考え方に沿って変更するという作業なんです。

もう１つ、アダプションという制度があって、これはそっくりそのまま、日本の会計基準

というよりは、国際会計基準をそのまま受け入れると。せいぜい翻訳する程度ということ

でありまして。 

【村木委員】  ２つ並行して議論されているんですか。 

【原田委員】  そうですね。 

【村木委員】  別のものとしてですね。 

【原田委員】  まだ、アダプションのほうは正式決定されていないと思います。 

【熊倉委員長】  ちょっと１点、これは原田先生にお伺いしたいんですが、会計士の団

体のほうの動向ということでお伺いするんですが、鑑定の部分と、その取り組み方という

か、４ページの上でヨーロッパの実務慣行というお話がございますけれども、今までに日

本でこれまでだと、何年かは棚卸しの低価法の適用、あるいは減損会計ということで、そ

のたびごとのいろいろな交流はあったと思うんですけれども、そこで一たん切れてしまっ

ているような現状があると思うんです。そういう意味では、これはこういうふうに継続的

に出てまいるお話ですと、一定のお互いの意見交換の場というようなものというのを、恒

常的につくって、当面しっかりお互いに対応していくというようなことが必要なのかなと

いう感じがするんですけれども、その辺はどうなんでしょうね。 

【原田委員】  そうですね。おっしゃるとおりでありまして、後ほどの資料にも財務諸

表のための鑑定評価等業務に関するガイドライン（骨子案）というのがあって、これにつ

いてご意見をお出しするのがおくれて申しわけないんですけれども、こういう会計基準は

企業会計基準委員会が基本的に策定する。それで、ＩＡＳＢとの関連もあるんです。かな

りアウトオブコントロールのところが私ども会計士もあって、それに従わざるを得ないと

いう形で、今やっているわけなんですけれども、そういう意味で、今回鑑定評価制度の見

直しをしていただくに当たっては、少なくとも企業会計基準委員会とは密な連絡をとって

やっていただきたいなというふうには思っております。 

 会計士業界はむしろ、決まったルールに従って、では実務をどうしようという、かなり
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受け身的な立場に今あると思いますので、事後的な調整は必要だとは思うんですが、まず

は企業会計基準委員会ではないかなというふうに思っています。 

【熊倉委員長】  それから、おそらく実務が始まってきます。現実に私の知っている企

業なんかでも既に、実際は２２年の４月１日以降終わる会計年度から適用ということで、

逆算していくと今から動き始めているというのが実態なんです。 

 ですから、そういう中で、実務慣行がどんどんできていきますと、やはりいろいろな行

き違いやら、あるいは解釈の違いとか、そういうのがあると思うので、そういうのはやは

り継続的にフォローして、お互いに意見交換しながら実務慣行をしっかり立ち上げていく

という仕組みというのを、やはりやっていかなければいけないんだろうなと思うので、証

券化についても、やはり証券化協会さんとか、いろいろそういう関係団体、そこの部分に

フォーカスしてやっているのと同じような形というのを、やはりやっていく必要があるの

ではないかなというふうに思いますので。 

【原田委員】  おっしゃるとおりだと思います。 

【熊倉委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題２の不動産鑑定評価制度の見直しについて行うべき方向性

についてということで、議論を進めさせていただきたいと思います。それでは、事務局の

ほうからご説明をお願いできますでしょうか。 

【御手洗企画専門官】  それでは、議題２のほう、「不動産鑑定評価制度の見直しを行

うべき事項及びその方向性について」をご説明させていただきます。資料２をごらんいた

だければと思います。資料２が前回の委員会でお出しさせていただきました報告書のたた

き台でございますけれども、これにつきまして、前回の議論を踏まえて若干変更した部分

と、それから、本日特にご議論をいただきたいと思っているところが、５ページからのⅢ、

依頼者・利用者に信頼される不動産の鑑定評価の部分から先でございます。こちらについ

てご説明させていただきます。 

 まず一番最初に、Ⅱのところ、前回からの変更点でございますけれども、前回、分業・

協業の促進とその信頼性の向上というような形にしておりましたが、分業・協業というよ

うな言い方よりは、もう少し、より発展的な鑑定業者の中での協力体制という意味も込め

まして、業務提携という言葉を使わせていただきたいということと、それから、業界の再

編をこの委員会が促進しているというような誤解を与えないようなためにも、依頼者のニ

ーズがあってこそ業務提携をやるんだということを強調しようということで、依頼者のニ
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ーズに応じた業務提携というふうにさせていただきます。 

 それからあとは、先日の再委託、再受託とかという言葉についてもやや誤解を与えると

いう話もございましたので、ここについて、いわゆる従来再委託と言っていましたけれど

も、鑑定業者が１回依頼者から依頼を受けて、その一部を別の鑑定業者に依頼するという

パターンを縦分業型業務提携、これが３番目のポツですけれども、ということ。それから、

縦分業という言い方と並行させて共同受注を横分業型業務提携という言葉にさせていただ

いております。 

 それから、次のページでございますけれども、２ページ、業務提携の推進ということを

どちらかというと全面的に出そうということで、若干順番を変更しておりまして、モデル

例の提示を先に持ってきてございます。そして、１）と２）は前回、鑑定士と鑑定業者の

部分がやや入り組んでいたと思いますので、依頼者から鑑定評価の依頼を受けた鑑定業者

が提携先の鑑定業者に対して一部を依頼するということを、業務提携とは何らかの形で委

託するという整理とさせていただいています。 

 それから３番目として、横分業型の推進についても類型を１つ設けて、推奨すべきもの

として出してはどうかということで、ジョイントベンチャーというと語弊がありますけれ

ども、横の形で幾つかの業者が共同して受注してやる。共同受注するときに、ただ共同受

注するのではなくて、やはりだれかが総括業者として全体で責任を持つですとか、そうい

った形が望ましいのではなかろうかというようなことを書かせていただいております。 

 それから②のところは遵守事項ですけれども、２番目のポツの、一括再委託の禁止の部

分ですけれども、証券化不動産のような結果が広く公表される場合を念頭に置くというこ

とをまずは考えていくべきなのかと、全部が全部一律に禁止する必要性までも現時点では

ないのではなかろうかというご意見もありましたので、このようにさせていただきます。 

 それから③につきましてですけれども、３ページの２つ目のポツ、鑑定評価を共同受注

する場合に総括不動産鑑定士を置くということについても、必ず置くというところまで推

進するかというと、それもいろいろな形態があろうかと思いますので、置くかどうかとい

うことを説明するということをしてはどうかと考えております。 

 それから次に⑤でございますけれども、やはり証券化のように結果が広く公表されるよ

うな場合といったことを念頭に、縦分業型業務提携を行った場合などに総括鑑定士を置く

ということを明示するということを推進すべきだということ。それから、縦分業のときに

は、基本的には総括鑑定士を置くべきだろうと思いますし、横分業の場合には、総括鑑定
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士を置いた場合には明示するということで、若干書き分けを行っております。 

 それから次の研修の充実のところでございますけれども、研修につきましては４ページ

の最後の３つぐらいのポツでございますけれども、前回のこの場でもご議論いただきまし

たインターネットを利用したオンデマンド方式のような、時と場所を選ばない研修の方式

ですとか、あるいは研修講師としての実績、それから他業種での講習実績を単位として認

定するですとか、あるいは、エンジニアリング・レポートや会計などの、他の専門分野に

関する研修の充実、あるいはその分野との連携ですとか、あるいは最後に、依頼者それか

ら利用者に対する理解の促進をするといったようなことも書かせていただいております。 

 このあたりが追加したところでございます。 

 それから、３ポツと４ポツは、基本的に大きな修正はしてございません。 

 それから次に、５ページのⅢでございます。依頼者・利用者に信頼される不動産の鑑定

評価でございますけれども、背景といたしましては、ご案内のように、証券化、時価会計

の進展、それからＰＲＥ、ＣＲＥといったことなどを考えますと、これまで必ずしも鑑定

評価を依頼していなかった人が鑑定評価を依頼してくるというようなことも当然考えられ

てくるということでございます。鑑定評価だけではないのかもしれませんけれども。 

 また、特に証券化、企業会計といったことは第三者に広く結果が公表されていきますの

で、当然、結果として鑑定評価を利用する人が非常に広範囲に及ぶということを念頭に置

くと、より一層慎重に鑑定評価をするべきこと、あるいは、独立性といったことをしっか

り確保しておくということが従来以上に必要になってくるということでございます。 

 そういったことを背景に以下のことがあるわけでございますけれども、まず１番として、

依頼者に信頼される不動産の鑑定評価、具体的には、依頼者との契約書面の取り交わしで

ございますけれども、やはり依頼者が安心して鑑定評価を依頼するという環境づくりのた

めに、鑑定の依頼者と鑑定業者の間の契約について、書面による契約を促進するとか、あ

るいは、その内容について検討して、鑑定業者に示していってはどうかというようなこと

でございます。 

 それから次に、契約書に盛り込むべき事項としては何があるかということでございます

けれども、一部、後ほど出てくるスコープのガイドラインのところでご意見いただいた部

分をこちらに取り込んでございますけれども、他の専門家や他の鑑定業者への業務委託に

関する事項ですとか、納期あるいは報酬額と支払時期、契約の解除などなどといったこと。

あるいは、契約の解除との関係で、不動産鑑定士の独立性が侵されるような場合には、契
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約を解除することができるですとか、そういったような、鑑定士の独立性が担保されるべ

き旨の記載といったこともあわせて考えていく必要があるのではないかということでござ

います。 

 それから次に、利用者に信頼される鑑定評価ということで、証券化とか企業会計といっ

たようなものについては、やはり依頼者と鑑定士あるいは鑑定業者の間で、一定の合意が

なされるようなことがあったとしても、必ずしもそこだけの世界では終わらずに、鑑定評

価の結果の実質的な利用者である投資家といった方々、国民に広く信頼される鑑定評価と

外形上も認められていく必要があるだろうということでございます。そのため、以下のよ

うなことが考えられないかということで、まず利害関係者からの受注の制限でございます。

その前に、①に※印がついてございますけれども、※印の意味は７ページから８ページを

ごらんいただければと思いますけれども、対象を鑑定評価の目的が証券化とか、財務諸表、

企業会計に関連したものなど、結果が広く公表・開示され、いろいろな方に影響を及ぼす

こととなるものに限定ないしは、特に重視していくということが適当ではないかという事

項でございます。 

 ６ページ①に戻りますけれども、一定の利害関係者からの鑑定評価業務の受注について、

受注を見合わせるべき利害関係の範囲とか内容について検討して、鑑定業者等に示すなど

によって、受注の見合わせを促進してはどうかということ。利害関係の内容として、対象

不動産に関する関係、鑑定業者の依頼者との資本関係・人的関係、依頼者からの業務の受

注状況、鑑定評価書の開示先との利害関係といったことなどが考えられるわけでございま

すけれども、この範囲をどのようにするかといったこと。それから、利害関係の範囲を依

頼者にあらかじめ伝えるということ、それから、鑑定評価書ないしは報告書に、現在より

より詳しく記載するということについても検討が必要ではなかろうかということ。 

 それから、複数鑑定士による関与、あるいは、鑑定評価書の複層的審査ということでご

ざいまして、これはなぜ２つ並んでいるかというと、複数鑑定士による関与というのは、

分業・協業という側面ではなくて、ここで書いているのは、コンプライアンスというよう

な側面から、１人でチェックするよりも２人以上の方がかかわったほうがよい、ミスが少

なくなる、あるいは、何かコンプライアンス上の問題が起きづらくなるだろうということ

が当然考えられるものですから、そういったことを念頭に置いているわけでございますけ

れども。このような作業を担当した鑑定士以外の鑑定士が鑑定評価書を審査するなど、複

数鑑定士による鑑定評価の実施について、後ほど出てくる内部統制の体制という問題にも
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かなりオーバーラップしてくるものですし、もしこれが小規模の業者でしたら内部統制と

いうことではなくて、外部の鑑定業者の方にかかわっていただくということになるかもし

れませんが、そのような形であれば、先ほどご説明した業務提携の一類型という部分もご

ざいますから、どちらにしてもこの報告書の範囲内でございますので、そちらとあわせて

実施の方策について検討して、鑑定業者に示すということなどによって促進してはどうか

ということでございます。それから、その際あわせて、複数の鑑定士による鑑定評価が行

われたとか、あるいは、審査が得られるかどうかということについて、先ほどの不動産鑑

定士の役割分担の部分の明確化とあわせて鑑定評価書ないしは鑑定評価報告書の記載とい

うことを検討してはどうかということでございます。 

 それから次に、依頼者との長期継続的な業務上の関係の制限でございます。いわゆるロ

ーテーションシステムにつきまして、やはり不動産鑑定士との依頼者との不適切な関係に

至る可能性を排除することができる可能性が高まるということで、鑑定評価の信頼性の確

保に一定の効果が見込まれるという一方で、やはり同一不動産を継続的に評価するという

ことは、今の時代に極めて多いというわけでございますので、そういった場合の業務の安

定性、効率性という部分もしっかり考慮しなければいけない。あるいは、実務上も、どの

ような場合に長期継続と判断するんだというところの判断はなかなか難しく、年間に１件

受けたときにこれを継続というかどうか、なかなか難しい問題がございますので、これは

引き続きの検討課題というふうに認識してございます。それから次に、そうはいいながら

当面は不動産鑑定士の過去の依頼者の依頼への関与の状況について、依頼者にあらかじめ

確認するということ。それから、鑑定評価書ないしは報告書へ記載するということを検討

してはどうかということでございます。 

 それから次に、共通事項として、先ほどちょっとお話をしました内部審査体制、内部統

制体制の整備の促進、あるいは鑑定評価書の審査体制の充実ということで、７ページでご

ざいますけれども、大量不動産を一括に評価する場合などのような、特に複雑な案件の信

頼性の向上のために、やはり鑑定士個人だけではなくて、鑑定業者との組織的な取り組み

が必要だということから、鑑定業者の中の内部統制のコンプライアンス、それから鑑定評

価書の審査体制などについてガイドラインを策定して、鑑定業者へ示すといったことをや

ってはどうかということを書かせていただいてございます。その際、一人業者への対応に

ついても検討が必要というふうに書かせていただいております。 

 それから次に②でございますけれども、情報の開示、やはり鑑定業者の依頼者、利用者
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が鑑定業者あるいは鑑定士の実績とか専門性をしっかり見ることができる。それによって

だれに依頼するべきか、あるいはこの鑑定評価の信頼性ということも、鑑定評価の質とい

うことも判断できるようになるべきではなかろうかというような問題意識がございまし

て、このことから、鑑定士が依頼者・利用者が簡便に実績ですとか、あるいは研修履歴な

どを比較判断できるようなインターネット上での情報公開のあり方といったことを検討し

てはどうかということでございます。 

 次に③、監督・モニタリングでございます。こちらにつきましては、やはりこういった

ものを我々、国の立場からも適切に実施することによって、不当な鑑定評価の排除ですと

か、鑑定評価全体の質の向上をしていくということが重要だというふうに認識してござい

ます。そのために立ち入り検査の計画的な実施ですとか、あるいは、データベースの構築

などを通じて、より一層監督・モニタリングを充実していく必要があるのではないかとい

うことを書かせていただいております。 

 それから次に④、ルールや基準、実務指針等の機動的改正及び情報公開でございます。

やはり、今社会経済が非常に素早く動いているというような中で、依頼者や利用者のニー

ズを適宜機動的に踏まえていく、ルールの見直しなども機動的に行っていくということを

考えていく必要があるのではないかということで、依頼者・利用者のニーズを敏感にとら

えて、必要に応じて今後とも、この小委員会の親部会ですけれども、鑑定評価部会などを

開催するというようなことをして、鑑定評価制度について必要な検討を行うということ。

それから、その結果を踏まえて、必要であれば基準やガイドラインなども適宜機動的に見

直しをしていくということが必要だということ。それから、鑑定協会の出している実務指

針についても、その機動的な見直しとか、重要なものについては抽出をしてその公表を要

請するといったこともあわせてやってはどうかということでございます。 

 それから８ページ、Ⅳの鑑定評価基準によらない価格等調査につきましては、四角はつ

けてはございますけれども、前回ご説明したことと基本的には変えてございません。やや

目的別のガイドラインの例示ぐらいは変えてございますけれども、後半のほうでまた議論

させていただければと思います。 

 それからⅤ、実施方法の検討も変更はしてございませんが、念のためにもう一度簡単に

ご説明させていただきますけれども、今のⅢで掲げた部分も含めて、報告書のたたき台に

掲げたものについて、実施方法も検討して、報告書に実施主体というのを明らかにしてい

く必要があるのではないかということでございまして、その際、業界団体が自主的に行う
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べきもの、国が実施すべきものなどの官民の役割分担を明確にしていく必要があるという

ことでございまして、特に士業の自律性の観点から、業界団体が自主的に行うべきものの

うち、特に不動産鑑定業者に係るもの、これは本日ご説明していただきました、依頼者・

利用者に信頼される不動産の鑑定評価にも一部そういった部分があろうかと思いますけれ

ども、そういった部分について、「不動産鑑定業者ガイドライン（仮称）」といったもの

として集約して鑑定業者に対して研修を行うというようなことが考えられないかというよ

うなこと。また、部会のほうでこれらをフォローアップする必要があるのではないかとい

うようなことを多く書かせていただきました。 

 長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。 

【熊倉委員長】  ありがとうございます。それでは、これからご討論をいただきたいと。 

【石川不動産投資市場整備室長】  オブザーバーの立場で申しわけありません。不動産

投資市場整備室長の石川と申します。Ｊ－リートをはじめといたします不動産投資商品の

育成を金融庁と一緒に担当しております。途中で退席しなければいけないものですから、

僭越ながら発言させていただくんですが、鑑定が非常に重要になっているのは間違いござ

いませんで、特にＪ－リートのような上場商品については、多くの方がやはり開示情報を

見て、オウンリスクで商品を保有するものですから、特にＪ－リートの場合は不動産が裏

づけということで、利回りにしても、その含み益などにしても、やはりその資産の価値が

どうなのかというのが非常に重要なんです。それで、Ｊ－リートの場合は半期に１回時価

評価をするということで、非常に気をつけています。 

 一方、鑑定価格に手をつけようとするような動きも若干、運用法人とか、スポンサー、

物件を持ち込む方は高く買ってほしいですから、そういう動きもあって処分なんかも行わ

れて、ほとんどないんですけれども、こういう厳しいときというのはそういうことが起こ

りがちで、銀行などに聞いても、資産がしっかりしているからリファイナンスには応じる

けれども、もし鑑定価格に疑義があるようなことであれば絶対に貸さんというぐらい、証

券化の広がりとともに鑑定が、今も重要な仕事ですけれども、地価調査とかというような

ことをやっていくということから、ますますその社会的意義が大きくなっているし、責任

も高くなっている。そういう意味では、今回こういう議論が積極的に行われると我々とし

ても大変うれしいと思っています。 

 私も前金融庁におりまして、平成１８年に公認会計士法の改正というのをやったんです。

私がやったわけではないですけれども、私は別の法律をやっていまして、一緒に２本の法
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律を金融庁としてやっていたものですから、隣で眺めていたんですけれども、やはり公認

会計士の世界、これは原田先生のほうが全然詳しいと思うんですけれども、それもやはり

同じ士業で、証券化商品などの登場により、やはり企業の財務諸表をきちんと監査すると

いうのが非常に重要になっている。エンロンの事件ですとかいろいろあって、そんなこと

でいいのかということで、４０年ぶりでしたかの大改正ということで。 

 そのときに導入されたのが、ちょっと不正確かもしれませんが、有限責任制というのを

入れたということなんです。それまでは公認会計士法というのがあって、たしか５人以上

の公認会計士が無限責任の組合をつくるとそれが監査法人とされると。しかし、事務所が

大きくなってくると、だれか１人の不心得者が発生させた損害を、他の公認会計士さんが

無限的に追うというのは非常に重過ぎると。それで有限責任制と入れたと。 

 これは私なりの考え方かもしれませんけれども、やはり大きな事務所というのは求めら

れているんだと思うんです。それと当然ローテーションの強化というのは行われたはずだ

と。それと比べてみたときに、やはり不動産鑑定士というのも同じ士業でございまして、

中立性、それで高い社会意義がございまして、これがますます大きくなってくると思う。 

 そうすると、我々の立場からしても、やはり大きな事務所というのがもっと必要ではな

いかという気がしております。それから今日見させていただいた中にローテーションの強

化のようなこともありましたし、あと、業者間の連携というのがあって、非常にいいこと

だと思いますので、あるいは、できるだけ大きくなっていただく、同じ公認会計士法のよ

うなものも参考にしながら、そのような取り組みをしていただけると、利用者側も、また

投資家側も非常に評価されるのではないかと。 

 話が長くなりまして済みません。 

【熊倉委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、議論を５ページから７ページのところに絞ってさせていただければと。４ペ

ージ以前のところについては、またお気づきのことがあったら、メール等でいろいろやり

ながら集約していくということでやらせていただきたいと思います。それでは、５ページ

から７ページということは、依頼者・利用者に信頼される鑑定のあり方ということで、今

までの議論のところをまとめてきているんですが、では、横田さんから最初にまずお気づ

きのところ、ご意見等いただければと思うんですが。 

【横田委員】  今、このお書きいただいている内容は信頼性を高める内容として、我々

使う立場のほうからすると、非常に心強い内容になっているのかなと思っているんですけ
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れども、１点だけ、私自身の理解が違っていたら教えていただきたいんですけれども、７

ページ目の中で、鑑定業者を監督するという話があるんですけれども、よく金融商品取引

業者に関しては、金取業者の監督指針というのがサイトで開示されていて、それを見なが

ら自分たちが検査を受けたりする前にそういうことがないかどうかをチェックするよう

な、そういうものが開示されているんですけれども、鑑定業者に関してはこの監督指針と

いったものというのは、当然存在するとは思うんですけれども、こういうものが世の中に

開示等はされているんでしょうか。 

【安邊鑑定評価指導室長】  鑑定評価指導室の安邊と申します。 

 世の中の開示といいますか、モニタリングという取り組みの中で、鑑定業者に対する立

ち入り検査とかというのを始めたところではありまして、その中で、毎年度どういう視点

をもって鑑定業者の立ち入り検査をしていくかという実施方針を示すような形になってご

ざいます。当然、法律の遵守事項とか、そういったものは毎年やっていくわけですけれど

も、現在のところは証券化の不動産の鑑定評価者に対して、こういう視点で、エンジニア

リング・レポートはきちんと徴求しているかとか、いろいろな視点があろうかと思います

けれども、そういうものをもってやっていくんだという実施方針をそれぞれ毎年度定める

ことをしてございまして、そのレベルでの開示というのはやっております。ホームページ

にも載せておりますし、協会を通じて広く会員の業者さんにもお示しをしておるとこであ

りますが、そういう意味では、視点は共有できているのかなというふうに思っております。 

【横田委員】  わかりました。そういう監督指針があると、当然鑑定業者自身も非常に

役立つと思いますし、依頼する人も、こういうことを気をつけて依頼しなければいけない

のかなというのも事前に周知できるので、そういう意味では、信頼される鑑定評価制度を

確立していく上には、結構いい制度なのではないかなと思っておりまして、質問させてい

ただいた次第でございます。 

【熊倉委員長】  それでは、村木さん、どうぞ。 

【村木委員】  今までの議論の繰り返しになるかもしれませんが、例えば、利害関係の

範囲を明示するとかというような記述について、具体的にどこまで書くのかというのは非

常に難しい問題だなと思います。証券化評価基準の議論のときにもよくありましたけれど

も、利害関係というのはどのようなものか定義が難しいし、それをあまりにも詳しく書き

過ぎると煩わし過ぎてやっていられないという業者のほうの事情も多分ありますので。一

例ですがとりあえず。 
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【熊倉委員長】  原田さん、外から見て、会計士さんの部分のところとの差とかが結構

あると思うので。 

【原田委員】  今までの議論をよく反映していただいて、よくまとめていただいている

と思うんですけれども、今私も考えをまとめているところであったんですが、一番気にな

るところは、鑑定士の方たちの中でのコンプライアンスの確立というのが一番ポイントか

なということで、あと、特に、広く利用されるような鑑定評価書を作成される場合は、利

害関係者との関係とか、独立性の確保というのが。これは私たちが行っている業務に照ら

しても、この２点が最も重要であって、おそらく監査法人がまさにそうなんですけれども、

社会の中で中立的な存在であるからこそ監査法人を使っていただいているということがあ

りますので、そこが棄損するとあっという間に監査法人は破綻してしまう。そうならない

取り組みを日々、膨大な人数とコストをかけて私どもやっているんです。大手の監査法人

ですと、コンプライアンスとか審査とか、そのために常時１,０００人ぐらいかかわってい

て、膨大なコストを使ってやっているんです。 

 あと、例えば守秘義務とか、個人情報の管理みたいなものがあって、パソコンをなくし

てはいけないとか、そういう話もあって、例を挙げると切りがないんですけれども、この

辺の取り組みを、まさに鑑定士の方たちも求められるような時代になったのかなというふ

うに感じております。 

【熊倉委員長】  中山さん、審査とか、いろいろなそういう面から見て。 

【中山委員】  非常によくまとまってありまして、また、先ほどお話ありましたように、

鑑定評価自身が重要性を増して、やはりしっかりしないといけないということはまさにそ

のとおりだと思います。そういう中で、鑑定審査とかをやっている立場で見ると、やはり

鑑定業者さんの内部の審査で、ある程度事故が防げるのが非常に多いのではないかなと、

そういう余地が非常に多いのではないかなと。 

 ご案内のとおり、直接還元法の世界までからすると、ＤＣＦ法になって、とにかくチェ

ック項目がすごく多くなったんです。逆に言うと、間違う箇所が非常に増えたんです。審

査をしていまして、間違う箇所は大体わかっていまして、計算ミスとか、渡した資料をき

ちんと見ていないとか、そういうケースが非常に多いんです。したがって、担当者が作業

して、そのままぱーんと出てしまって、言ったようにだれもチェックしていないことにな

ってしまうので、やはり一遍業者の中でチェックする、そういう審査体制をしっかりつく

るというのは極めて重要だと思っています。 
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 アメリカではピアレビューというような言葉があって、要は同僚がやったのを見る。そ

うすると、やはり違う視点で見ると気づいてもらえるというがあります。だから、そこは

やはりひとつ非常に強調したいところがあります。 

 ２点目で、ローテーションシステムという話がありましたけれども、個人的にはわかり

ますし、金融庁さんのご指摘のときにもこういうことを私も言われたんですけれども、一

方で、鑑定業者でもそれぞれ特徴があって、比較的長く使う理由がやはり当然あるわけで

す。専門性があるとか、あるいは、例えばリートのところとかでは、この業者に限って使

いますみたいなことを公表されている。そうすると、それは当然長期契約になってしまう

から、これに違反しているのではないかという議論も起きかねないということなので、ロ

ーテーションシステムは推奨する反面、それを必ず進めていかないといけないということ

もないのかなと。 

 あとは、お客さんに対しての開示情報として、より多くのお客さんが鑑定を依頼される

ことになるので、より鑑定業者の特徴とか、鑑定士の特徴をＰＲできるようなウェブサイ

トとか、情報提供というのは非常に大事なことだと思いますし、７ページ目の②のところ

に書いているとおりであると思いました。 

 やはりそういう中では、例えば、アメリカのＭＡＩとかだったら、各個人のホームペー

ジがあって、テンプレートは決まっているんですけれども、自分の得意分野とか、カバー

している地域とか、フィーアプレーザルは受けますかと。すなわち鑑定評価書を自分でお

金もらってやれますかというのをチェックできるとか、顔写真とか、いろいろそういうの

を入れるようになっています。 

 あとは、やはりもう１つ、ここで議論されていませんけれども、保険制度というか、そ

こも意外と重要でして、鑑定を依頼するときに、その鑑定業者が幾らまでの保険に入って

いるのかというのをまずチェックして、何かあったときの賠償能力とかをまず聞きますね。

それと、今まで案件に何らかの関係があったのかないのかとか、ほかから受注していない

かどうかと。そこがやはり非常にキーポイントになっていきます。 

 以上です。 

【熊倉委員長】  木嶋さん、どうですか。 

【木嶋委員】  この依頼者、利用者に信頼される鑑定評価というのはいつも出てくる議

題で、ここに書いてあることはすべて信頼できる鑑定評価にするためにということでまと

められていて、ほんとうにそのとおりだと思うんですけれども、どうして鑑定評価が信頼
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されないのかということを考えますと、計算ミスとか、そういうつまらないこともあると

思うんですけれども、世間一般で一番信頼できないと言われるとしたら、やはり利用者、

依頼者の人の希望した言いなりの価格が出ているのではないのと言われることが一番信頼

を失墜させることだと思うんです。先ほど何度も出ている中立性とか、そういうことだと

思いまして、ここに書いてある手立ても、信頼される鑑定評価にするためにということの

方策でいいと思うんですけれども、例えば、どっちみち鑑定業者さんは今モニタリングに

いつ入られるかわからないという中で業務されているわけですから、そうであればもう鑑

定評価書を発行するときに、１部余分をつくって国交省に送るとか、そういうことにすれ

ば誰も、依頼者の人が困るとおっしゃるかもしれませんけれども、全く変なことはできな

くなるのかなということを１つ、考えました。 

【熊倉委員長】  さはさりながら、これはできますか、奥田さん。 

【奥田委員】  評価書を出すということですか。 

【熊倉委員長】  いや、そうではなくて、この全体の部分で、６ページから７ページに

いろいろ提案事項があると思うんですが、やっていく立場からすると。 

【奥田委員】  これを全部やるのは相当大変で、どこがやることになるのか。最後に実

施主体を明らかにすると書かれているので、検討はされていらっしゃるのかと思いました

が。 

【熊倉委員長】  それは我々がまたここで仕分けしないといけないですけれども。 

【奥田委員】  そうですね。いろいろありますので、大変かと思います。 

 あと、不動産鑑定士という用語と不動産鑑定業者という用語が両方使われておりまして、

細かく検討されながら使っていらっしゃるのであろうと思うのですが、例えば５ページの

①のところの２つ目のポツの最後の鑑定士の独立性というのは、契約をするのは鑑定業者

ですけれども、業者ではなくて鑑定士の独立性ということでよろしいのでしょうか。業者

と鑑定士の独立性について、どういう関係なのかがよくわからないように思います。 

 あと、６ページの③のところのローテーションは継続検討ということではあるのですが、

鑑定士と依頼者の不適切な関係なのか、鑑定業者と依頼者の不適切な関係なのか。どちら

かというとこれは業者ではないのかという気もしますが。 

 それから、鑑定士の利害関係のところについて、以前あるところで指摘されたのですが、

鑑定業界の中ではあまりインサイダーということが検討されたことがないのですが、そう

いった面での検討が必要なのかもしれないということが１点です。 
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 それから、複数の鑑定士の審査というところ、６ページの複層的審査ということで、こ

れは必ずやらなければいけないということかと思うのですが、一人鑑定業者が九十数％以

上を占めているこの業界の中で、これを示すことによって、１人でやっている方というの

は、要するに証券化や会計基準の評価はできないということを暗に示していると思われる

のですが、それはそういう方向で考えるということでよろしいのか。あるいは、もっと積

極的に、例えば鑑定業界において業務提携等の推進を図っていくという方向とセットにな

るのか、気になるところかと思います。 

【熊倉委員長】  廣田さん、これは現実やるとして。 

【廣田委員】  ほとんど項目としては皆さんがおっしゃったところで、私も発言しよう

と思ったところは全部出ているんですけれども、今奥田さんからも「士」なのか「業者」

なのかというところで、１つだけ先ほど中山さんがおっしゃったところのローテーション

のところは「士」でいいということですよね、「業者」ではなくて。 

【御手洗企画専門官】  ここのローテーションところは「鑑定士」をイメージしており

ます。会計も今ローテーションは会計士でやられているというふうに理解していて、私の

理解しているところはおそらく、業者との関係というのは、ある意味利害関係の部分で、

もともと会計士さんのほうでは受注が制限されている範囲がかなり広かろうということな

のかなと。とはいいながら、やはり個人に対して何らかの、癒着──癒着という言い方は

ちょっと言い過ぎなんでしょうけれども、コンプライアンスか何かの問題というようなこ

とについて、防ぐためには「士」でやるというふうなことを考えているのかなと。 

【奥田委員】  ご指摘のところで、途中で申しわけないのですが、審査体制というのが

②にあって、基本的には単体で、１人で鑑定評価書を出すということは前提になっていな

いのかと思いますが。要するに、鑑定業者さんなり、複数の業者の中で複層的に審査を行

って、鑑定業者として鑑定評価書が発行されるものなので、鑑定士独自の考え方というも

ので評価書が発行されるということが想定されていないのではないかと思ったのですけれ

ども、それはまた別の問題ということになるわけですね。 

【御手洗企画専門官】  そうですね。要は、１人の鑑定士が鑑定評価書を自分でつくっ

てそのまま１人で出すということで、中山さんのおっしゃったミスの問題とか、コンプラ

イアンスの問題とかの発生の可能性があるだろうということで、１つはローテーションと

いうことも検討したんですが、やや長期的な課題かなと思っている部分がある。 

 あともう１つ検討したのは、複層的審査の話であり、こちらについては導入できるとこ
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ろから導入していってはどうかということをぜひ考えてはということでございます。 

 あと、そういう意味では、奥田さんのおっしゃられた一人鑑定事務所の話でございます

けれども、当方として、別に大規模な事務所だけしか証券化等の鑑定をできなくしようと

いう意図は決してあるわけではございませんで、ただ、どのような事務所でやられる部分

にしても、鑑定評価書、鑑定報告書は信頼性の高いものであると。そのための審査が推進

されることが望ましいだろうというふうに思っていまして、そういう意味で、大きな業者

であれば、基本的には内部審査だけをしっかりしていただくということでしょうし、そう

でなければ、ここに書いてあるような鑑定業者間の業務提携の問題にはなってくると思い

ますので、業務提携のところで何がしかの検討がされていくということはあってしかるべ

きというふうには考えています。 

 ついでに奥田さんのもう１つご質問のあった１の①の鑑定士の独立性のところなんです

けれども、ここでイメージしておるのは、先ほど市場整備室長からちょっと話があったよ

うな、例えば依頼者サイドから何らかの働きかけのようなものがあるような場合には、例

えば契約を解除することもできるというような条項を入れるということは１つのイメージ

なんですけれども、その場合の働きかけというのは、働きかけでございますので、鑑定士

にあるものであろうというふうに理解しまして、このような書き方をさせていただきまし

た。 

【中山委員】  この複数の鑑定士による関与、審査のところに戻ってしまうんですけれ

ども、先ほどお話ししたとおり、非常に重要なテーマだと私は個人的には思っていまして、

ただ、現実は１人でやられている鑑定業者が圧倒的に多いので、ここで並列的に並べると、

１人ではやはり信用してもらえないのかとか、できないのかという話になってしまって、

そこの懸念がやはり非常に大きいんです。 

 だから、おそらく圧倒的に１人鑑定業者さんが多いということは、基本的に１人できっ

ちりやるということが大前提にあって、そのためには、現実的に鑑定評価するとよく起こ

るミスみたいな、ミスのケースがいっぱいありますよね。ケーススタディーみたいな。そ

ういうので研修するなり教えるなりやる。 

 一方で鑑定業者向けのガイドラインなり、わかりませんけれども、フレームワークの中

で審査体制をしっかりつくってくださいというような切り分けが必要なのかなと。審査体

制が必要だとか、ピアレビューを推奨するとかということは間違いないんですけれども、

ただ、書きぶり的にどかんとここに入ってしまうと一人業者が否定されてしまうというよ
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うな懸念がちょっとあるんですけれども。 

【熊倉委員長】  一人業者を別に排除するとかということではなくて、逆に言うと、一

人業者の方にこういうやり方があるんじゃないですかという提案みたいな形というのはで

きないのかなというふうに思うんですけれども。会計士さんの制度ですと、今法で、審査

委員会でやっていますよね。あれも日本の場合は審査委員会をつくってやるという仕組み

ですけれども、たしかアメリカでは相互にやるという仕組み……。 

【原田委員】  いや、アメリカは今は同じ。 

【熊倉委員長】  変わったんですか。 

【原田委員】  ええ。昔はまさにピアレビューということで相互に、自主的にやってい

たわけなんですけれども、まさにエンロン事件とかのあたりでそういう自主的な規制はだ

めだということで……。 

【熊倉委員長】  そこに限界というのがやはりあるとは思うんですけれども、第一歩と

してそういうようなことも、取り組みの１つとして考えられるというような提案というの

は。そこからまたさらに次のステップへという部分で、一遍に行けば、協会でも実はモニ

タリング委員会で議論して、最初討論をやったのは、全部集めて審査をという会計士さん

の仕組みと同じようなものを一時検討したんですけれども、とてもコスト面でできないと

いうことで断念をした経緯がありまして、ただし、遠い将来はやはり目標なんだろうなと

私は個人的には思っているんですけれども、別問題、現実の第一歩としてどんな形で組み

込んでいくかというアプローチの仕方というのはあるのかなと。 

【中山委員】  そうですね。多分現実的な問題として、ではだれかがチェックすると。

同じ会社の中であれば、また問題ないんでしょうけれども、そうではなくて別の鑑定業者

さんとか何とかになったときに、そこで万が一何か事故があったり、ミスがあったときに

どちらが責任をとるのかという話も、現実的には問題があるのかなと思うんですけれども。 

【村木委員】  その場合に、やはり親しい人にチェックしてもらわないと、親しくない

人ではクライアントをとられるのでは、いう警戒心も出てきたりして、それが障害になる

のではないかなというような気もします。 

【熊倉委員長】  ありますよね。要するに、クライアントはわかってしまうわけですか

ら、だれから依頼されているというのは。それはおっしゃるとおりです。 

【村木委員】  １人でほんとうに頑張っている人の話ですけれども。 

【熊倉委員長】  一長一短が非常にあるなという。会計士さんがやりやすいのは、そこ
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が特定の契約でかちっとやっているのでできたんだと思うんです、前のアメリカのあれも。

日本の場合だと随時不特定の依頼者、ただ、証券化というような形で限定している場合だ

と、ある程度そこの部分も緩和されるかなという気はします。 

【村木委員】  証券化評価をやっている個人の業者の人がお互いにチェックし合う、と

いうんだったらやりやすいかもわかりません。 

【熊倉委員長】  そうですよね。あとここで※印をつけているのは、ある分野は少し制

限しましょうというようなことでやっているんですけれども、これもやはり理念から言え

ば、本来的には全部だとは思うんですけれども、現実にできる範囲から、特にここで公開

性だとか、そういう視点での部分で区切っているというのは、こういうことで、できると

ころから、最低やはり信頼性をより高める意味でのまた次のステップということでよろし

いんでしょうか。皆さん、その辺のご意見を。あと、廣田さん、もしあれでしたら、どう

ぞ。 

【廣田委員】  ほとんど皆さんが述べられているところなんですけれども、先ほど来お

話にある、いろいろチェックをする部分ですが、私どもも１つの組織で審査とか、そうい

う検算とか、あるいはスケジューリングの話については、１つの組織でもすごく大変なこ

とで、先ほどほんとうにこれはできるのかという話があったんですけれども、縦分業だと

か横分業だとかと複数の業者さんが入られると、ますますそれがどこまでできるのかなと。

感想的な話ですけれども、そういうことを感じました。 

 それで、そういった形でやると納品までに当然相当な時間がかかるということで、５ペ

ージの業者さんが契約書に盛り込む事項の中に、鑑定評価書等の納品時期に関する事項と

いうのがあって、これは非常に重要な話になってくると思っています。私自身の反省でも

ありますが、結構よくやるパターンというのは、個人の担当者が依頼者の方と、お客様で

ある依頼者さんの若干無理な注文に応じて納品する計画を立ててしまう。それに合わせな

ければいけないので、検算・審査を短時間にお願いするというところで調整せざるをえな

い、そういったところで多分事故が起こるとしたら起こるのかなという気はしますので、

ここはやはりそういう担当の鑑定士がやるのではなくて、業者さんのほうで仕切るという

意味では、ここにこういう事項を入れていただくというのは１つ、そういう事故が起こら

ないことになるのかなという意味なのかなと思って読ませていただきました。 

 以上です。 

【熊倉委員長】  わかりました。 
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 では、続きまして議題の３つ目の価格調査ということに視点を当てて進めたいと思いま

す。では、事務局でご説明をお願いできますか。 

【御手洗企画専門官】  それでは、次の議題に進めさせていただきます。資料３－１と

３－２をごらんいただければと思います。３－２がスコープオブワークガイドラインと申

しますか、業務の目的と範囲の確定等々のガイドラインにつきましては、二度ほどご協力

いただきましてご意見いただきまして、大変ありがとうございました。それで、おかげさ

までかなり詳細にご意見いただいたわけでございますが、二度分の意見を出すのも二度手

間かなと思いましたので、２回目の部分の意見だけを資料３－２にまとめさせていただい

てございます。 

 主なものをご紹介させていただき、変更点を３－１でご紹介させていただきますので、

３－１と３－２と両方をごらんいただければと思います。 

 ３－２の番号の５番でございますけれども、１ページの中ほどの担当不動産鑑定士とい

うのが何なのかをはっきりしたほうがよろしいのではないかというご意見をいただきまし

たので、これにつきましては資料３－１の中ほど、担当鑑定士というのは本ガイドライン

のⅠの業務の目的の範囲等の確定、それからⅡの成果報告書への記載ということを担当す

る不動産鑑定士ということで、この場では一たん定義させていただき、ただし、この担当

不動産鑑定士というのは脚注の２にありますように、鑑定評価業務に関与する者とすると

いうふうに書いてございまして、鑑定評価業務の少なくとも一部を担当する鑑定士がスコ

ープオブワークの確認、それから成果報告書の記載ということをやるというような形にイ

メージさせていただいてございます。 

 もう１つ同じようなことを６ページのⅡ.の冒頭です。担当不動産鑑定士はということ

で、ここにも担当という言葉を入れさせていただいております。 

 それから次のページに入りまして、ご意見の８番、妥当性の部分なんですけれども、も

ともとは依頼者以外の方への成果報告書の提出を求められた場合について、妥当性を検証

した上でその理由を明らかにするという文言を入れておりました。これは３－１で言えば

２ページの（１）の依頼者及び成果報告書の提出先の部分ですけれども、この部分につい

て、ある意味、依頼者以外の提出先に提出を求められるのはなぜかといえば、依頼者が求

めているからに過ぎないのであって、理由の検証というところまで必要なのかというご意

見がありましたので、ここはご意見を踏まえ、削除させていただきました。 

 それから次に９番、１０番、１１番は、大体似たような意見でございますので、１０番
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でご紹介させていただきますと、２ページの（２）のところで、依頼目的、それから開示

される範囲または公表の有無というところの中で、価格等調査の結果が第三者に広く公表

または開示される場合について、第三者の判断に大きな影響を与えるかどうかというのを

あわせて明らかにしましょうというふうに書いてあったんですけれども、１つは影響を与

えるか否かが大きいか小さいかということの判断がなかなか難しいということと、どんな

場合でも判断するということは、鑑定評価基準にのっとった報告書を出すような場合でも

そのような判断を１つ１つ求められるということになって、従来よりかなり厳しくなって

しまうのではないかというようなご意見でございました。 

 これにつきましては、資料３－１の２ページ（２）の中ほど、なお書きでございますけ

れども、検証する範囲を少し限定しまして、価格等調査の結果が広く第三者に公表もしく

は第三者に開示される、あるいは、成果報告書が依頼者以外の第三者へ提出されるにもか

かわらず、そのような人の判断に大きな影響を与えないと鑑定士が判断した場合に限って、

その旨と、その判断が合理的ある理由を検証するというふうにしました。ただし、鑑定評

価基準にのっとった鑑定評価を行う場合には、ある意味で、フルスペックでだれに出して

も問題ないものですから、そこの部分の検証は不要として、第三者に公表する、しかも価

格等調査でやるという場合に限って、そういう判断をしたということはすなわち、第三者

の判断に対する影響が大きくないのではなかろうかという判断をされたと思うので、そこ

の部分だけ記載してくださいということにしました。 

 ただ一方で、影響が大きいかどうかという部分は、判断に影響を与える与えないという

ことだけで、一律に価格等調査をやってはいけないということにするのは、やはりそれは

どうかと。例えば、まさに前回、１回目の議論のときにご意見をいただいたように、全体

のポートフォリオを考えると、当該不動産の影響というのは非常に小さいというようなも

のの評価をすると。それは依頼者あるいは資産運用する情報の利用先の判断から見て、か

なりその不動産に対する影響は小さいと当初から、額から見てわかるような場合には、そ

ういう検証していくということを排除できないと思いましたので、そういう形で大きいと

いう文言は残させていただいております。 

 それから次に、１３番、依頼者が不動産鑑定業者に書面によりというところ、これは価

格等調査の開示先が後から変わる場合に、だれに対して承諾をとるのか。鑑定業者なのか

鑑定士なのかということでございましたので、これにつきましては修正をさせていただき

まして、資料３－２の（２）の先ほどの後の段落、またのところでございますけれども、
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不動産鑑定業者に対して文書等を交付することにより、鑑定「士」の承諾を得るというこ

とで、文書の出す先は鑑定業者、しかしながら価格等調査の中身に責任を持つのは鑑定士

であるということで、ここの書き分けをいたしております。 

 それから次に、１４番は同じご意見でございまして、１５番、１６番でございます。こ

こがまさに先ほど奥田さんからコンプライアンスの議論等があったりしたところで、村木

さんから利害関係の範囲はどこまでだといったお話のあった問題そのものなんでございま

すけれども、これにつきまして、今回比較的細かく書いたつもりでございます。ただし、

それでもまだ細かさが足りないというのは正直なところでございまして、本気で書こうと

すると会計士法の政令のようなものすごい書きぶりが必要になってくるやもしれません

が、とりあえずある程度の範囲についてここで書いたつもりなんですが、これについて、

やはり細か過ぎるのではなかろうかというようなご意見、あるいはちょっと厳し過ぎるの

ではなかろうかというご意見が２つほどございましたので、ここにつきましてはぜひご議

論をいただければと思っているところでございます。ちょっと我々のほうでもぜひ皆さん

のご意見をお聞きしたいと思います。 

 それから次に、１９番、２０番、価格の種類でございます。こちらについて、鑑定評価

基準にのっとっていない場合には、価格の種類というのは出せないのではなかろうかとい

うご意見をいただきまして、これにつきましては３－１の４ページの上のほうの③、価格

等の算出方法または価格等の種類ということで、原則はどのような方法で価格等を算出す

るのかを明記するということにして、価格等の算出方法というのを書くことを原則としま

した。ただし、鑑定評価基準に規定する価格または賃料の種類のいずれかに該当する場合

には、当該価格または賃料の種類を明記するということで、それを明示してはっきりさせ

ておくこととしました。例えば未竣工建築物のような鑑定評価基準にのっとれない場合で

も、特定価格、正常価格ということが出せる場合も排除できないと思いますので、そこに

ついては少し広目に書いてございます。 

 それから次に、２１番、２２番、２３番。２１番、想定上の条件でございます。ここに

つきまして、想定上の条件、どのような場合にも妥当性があるものしか価格等調査をやっ

てはいけないのではなかろうかというご意見もいただきました。これにつきましては、従

来の書きぶりがちょっとわかりづらかったこともあって、３－１の４ページの④でござい

ますけれども、いわゆる実現性、合法性、あるいは利害を害するおそれがないかの観点か

ら、妥当性に欠ける可能性がある想定上の条件を付加する場合というのはやはり排除でき
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ないと思うんですけれども、そのような場合には、依頼目的とか、あるいは開示の範囲な

どに照らして、その当該想定上の条件を付加することが合理的である理由というのをしっ

かり検証するというふうにいたしました。典型的には内部利用に限る場合ですとか、ある

いは、内部利用の場合でも、特にいろいろなオプションの中の１つとしてこれを検討する

などという場合もあろうかと思いますので、そういうものについて、やはりしっかり検証

するというプロセスを講ずるということによって、ある意味では一定の枠をはめつつ、妥

協性に欠ける想定上の条件を付加することができるという形にしております。 

 それから２３番についても、ここは文言の部分でございましたので、今の修正をさせて

いただいております。 

 あと、３－１に戻りまして、本体でそれ以外の修正の箇所を幾つかお話ししますと、ま

ず、１ページに戻りまして冒頭ですけれども、不動産鑑定業者と鑑定士の関係ですけれど

も、このガイドラインは鑑定業者が業と行う場合、あるいは鑑定士が直接業として請け負

う場合も、いわゆる隣接・周辺業務などがあり得るので、その場合でも業として行う場合

があること。逆に言うと、内部で価格等調査をやるような場合については適用しないとい

うことを明らかにしておくということを説明してあります。 

 それから２ページの（２）の下のほうのなお書きですけれども、ちょっと細かいんです

けれども、２ページの（２）の一番最後、なお、価格等調査の結果の開示される第三者及

び依頼者以外の成果報告書の提出される第三者から鑑定評価基準にのっとった鑑定評価と

しないことについて承諾が得られている場合には、いわゆる価格等調査にしても何ら問題

ないという修正をしましたので、この部分の確認をしっかりしておくということを入れて

ございます。 

 それから３ページの脚注５は編集の関係で場所がややずれてしまっていますが、本来５

ページにあるべきものでございます。 

 それから４ページの⑤、鑑定評価基準にのっとった鑑定評価との主な相違点及びその妥

当性のところでございます。ここも書きぶりの問題ではあるんですけれども、主な相違点

を明示するということ。それから、相違点があることの合理的な理由というのを検証する

ということを明示して、明記する部分と検証する部分というのを少し書き分けをしました。

明記する部分というのは、前もって依頼者に文書でお渡しする部分、検証する部分という

のは、必ずしもそこに入れる部分ではない部分ということを書き分けしてございます。た

だし、この書き分けは最終的には、成果報告書では両方まとめて記載するということにし
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てございますけれども、このような書き分けを明示しています。 

 それから、８ページと９ページ、一番最後、これも細かいんですけれども、８ページの

Ⅲにところで、不動産鑑定士が直接、いわゆる隣接・周辺業務を業として請け負う場合、

この場合については、このガイドラインは今のところ本文では想定していないので、その

場合の想定をする読み替えに類似したものの規定を何らか付しなければいけないというテ

クニカルな修正をしております。 

 これは以上でございます。 

 済みません、ちょっと時間がなくなってきているので、続けて説明させていただきます。 

 資料４でございます。これは財務諸表のための鑑定評価等業務に関するガイドラインと

いうものをつくっていこうというふうに考えておりまして、まずは骨子について出させて

いただいてございます。 

 目的としては、やはり財務諸表の作成、それから企業会計に関連して鑑定士が鑑定評価

ないしは価格等調査をやる場合、あるいはそれに限らず隣接・周辺業務を、コンサルティ

ングまでを取り込むかどうかはまだ検討中でございますけれども、場合によっては、コン

サルティングも含めて、Ⅳ、実務指針をつくってございます。 

 ２番にありますように、定義として簡便的時価算定と、原則的時価算定という２つのも

のを考えておりまして、簡便的というのは一定の評価額が適切に市場価格を反映している

指標に基づいて時価を簡便的に算出する方法の場合と、それから原則的時価算定として、

不動産鑑定評価基準に基づいて合理的に算定された価格である時価を算定するという場合

の２種類があるだろうということで、３番で会計基準上、定義にある２つの時価算定方法

を峻別するということでございまして、例えば１から４のそれぞれの場合において、どの

ような場合に簡便的時価算定を用い、どのような場合に原則的時価算定を用いるのかとい

うことを会計基準との関係でもう一度しっかり整理してあげようということでございまし

て、これはある意味、会計基準を鑑定士向けに翻訳し直すというか、そういう作業に近い

かと思います。例えば、減損の兆候であれば簡便的時価算定ですよねと。あるいは、減損

でも最後の価格を確定するところになれば原則的時価算定ですよね、例えばそういうこと

を書くということを意味しております。 

 それから業務実務指針として、まず１番最初、重要性の判断の確認としては、重要性が

乏しいかどうかの判断は、基本的には企業に確認するということ。それから、簡便的時価

算定のやり方としてどのようなことをやるのか。例えば、公示価格を持ってくる場合にも、
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当たり前のこととして、時点修正はしっかりしなければいけませんよねとか、そういうよ

うなことを書くつもりでございます。 

 それから、原則的時価算定のやり方、原則として鑑定基準にのっとった鑑定評価を行う

ことになるわけですけれども、一部のっとらないような場合としてはどのような場合があ

り得るのか、大量、一括の場合にどうするかといったようなことあたりが問題になってく

ると思います。 

 あと、付随業務して、アドバイス業務等々、コンサルティングのものについても何らか

の基準が必要であるかどうかについては検討しているというようなことでございます。 

 こちらにつきましては、また原田委員等々のご意見を特にお聞かせいただかなければい

けないと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それから次に資料５、未竣工建物を含む不動産の価格等調査についての論点整理でござ

います。こちらにつきましては、いろいろ考えてみた結果、２つほど案が考えられました

ので、両案併記という形で出させていただいております。 

 まず前提として、未竣工を含む不動産の価格等調査については、開発型証券化の場合が

一番有名ではあるんですけれども、そのほかにも棚卸資産の低価法ですとか、ノンリコー

スローンの貸し付けですとか、いろいろなパターンで使われる場合がございますというこ

と。そしてもう１つ、協会のほうでは既に開発型証券化については留意事項というのが出

ているということも考えると、やはり目的別という形で整理するというのはちょっとやり

づらいのかなと。むしろどのような場合でも未竣工のものについて、こういう形で評価し

ましょうという、ある程度のコンセンサスができればいいんだろうということで１つは、

鑑定評価基準の中に取り込んでしまうパターンと、もう１つ、先ほどご説明したスコープ

オブワークのガイドラインの中に取り込んでしまうパターンと２種類あるだろうというふ

うに考えた次第でございます。 

 まず、案１として、不動産鑑定評価基準に取り込んでしまうというパターンでございま

す。各論第４章として規定するイメージをしてございますけれども、このパターンですと、

論点として、まず未竣工建築物を含む不動産であっても鑑定評価基準にのっとった鑑定評

価になるものですから、投信法とか流動化法で鑑定評価をとりなさいと言っている部分が、

現状ではちょっとわかりにくいかなと思われるんですけれども、わかりにくさの問題が解

決するということがあるのかと思います。それから、未竣工建築物を含む不動産であって

も、想定上の条件が妥当であれば鑑定評価基準にのっとった鑑定評価が可能になるわけで
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ございますが、妥当でない場合には鑑定評価基準にのっとった鑑定評価を行うことはでき

ないということは当たり前ということにはなるんですけれども、問題は、妥当であるかど

うかの判断基準がどうしても定性的になってしまうものですから、その結果、竣工までの

どの段階までもずっと前にさかのぼって、完成を想定した鑑定評価ができるのではないか

というような運用解釈になりかねないという問題があるのかなということ。あと、論点と

して、想定上の条件が妥当でない場合には、目的別のガイドラインにのっとった価格等調

査というので対応できるということになろうかと思います。これは一般論として、規定し

なくてもできるんだろうというふうに思っております。 

 各論第４章として、どんなことを書くかですけれども、適用範囲と、対象不動産の確定

として、未竣工建築物の竣工後を想定した条件を付加する場合については、実現性とか合

法性とか、関係当事者、第三者の利害を害するおそれがないかという観点について検証す

る。ここを十分しっかり検証するということになるんだと思いますけれども、そうしなけ

ればならない。そのときに検証する対象となる資料として、例えば以下のようなものがあ

るのではないかということです。つまり検証する資料、ここにあるような資金計画、ある

いは依頼者の設計図書、建築確認済証、現地での施工の状況といったことを確認する必要

があるのではないかということです。 

 それから③、対象不動産の確認でございますけれども、未竣工建築物を含む不動産につ

いては、その未竣工の物的状況と権利の態様は、当たり前ですけれども、確認できないの

で、そこの部分の確認をすることを要しないということで、適用除外の規定を置く。ただ

し、そうはいいながら、その土地については物的状況、権利の状況を確認する必要があり

ますし、現地の建築物の施工の状況についても確認する必要があるということで、結局現

地はチェックする必要はあるんですけれども、この部分を規定するということ。 

 それから、将来時点の鑑定評価として、鑑定評価報告書の記載事項として、いわゆる未

竣工であると、将来時点に未竣工建築物が竣工していることを前提としていますというこ

とをしっかり記載するというようなことになっていると思いますが、こういったことあた

りが考えられないかと思っております。 

 それから一方、案２ですけれども、目的別ガイドラインのほうに規定する場合ですけれ

ども、この場合は、今、鑑定評価基準にのっとった鑑定評価報告書にはしていないという

実務上の運用の延長線上ということで、今の実務上にはなじみやすいという利点がある。

それから、施工までのどの時点までもずっとさかのぼって完成を想定した価格等調査が可
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能になってしまうという部分はあるんですが、そうはいいながら一方で、想定上の条件を

付加することが合理的である理由ということを明記される。先ほどもちょっとご説明しま

したが。ということで、一定の歯どめをかけるということはできるのかと思います。 

 それから一方で問題としては、先ほどの投信法、流動化法との関係のわかりにくさとい

う部分が引き続き残ってしまうという部分がある。規定の案としては、まず（４）の④、

想定上の条件のところで、土壌は考慮外とするという想定上の条件として１つ例示してい

ますが、このほかにも、やはり未竣工建築物の価格等調査というのも想定上の条件として

例示しまして、このような想定上の条件を付加する場合にはその内容を明記する。ただし、

想定上の条件が、いわゆる妥当性が欠ける可能性がある場合には、目的とか、あるいは公

表範囲に照らして、想定上の条件を付加することが合理的な理由を検証するということを

書いてございますので、一定の歯どめになるだろうということ。 

 それからもう１つ、不動産鑑定評価基準にのっとった価格等調査とそれ以外の価格等調

査の峻別というような項を１項設けて、先ほどの総論としての、例えば内部使用の場合に

は価格等調査でもいいですよというようなことの後に、未竣工建築物を含む不動産に係る

価格等調査について、どのような場合に、価格等調査ができるかということを書くという

ことで、未竣工建築物を含む価格等調査については、上の④にありますように、鑑定評価

基準にのっとることができない場合に該当するので、鑑定評価基準にのっとった鑑定評価

ではなくて、価格等調査で対応するということになるわけですけれども、そのような場合

であっても、調査結果が開示、公表されたり、第三者に提出されるような場合であって、

その提出先の方に大きな影響を及ぼす場合には、基本的には、先ほどの鑑定評価基準の基

本的事項の対象不動産の確定と、対象不動産の確認以外の部分については、鑑定評価基準

にのっとるものとする。適用除外の部分は２カ所しかないので、それ以外の部分は鑑定評

価基準にのっとるようにということを書かせていただいているということでございます。 

 あと、調査報告書については、先ほどの想定条件と同じようなことになるのかと思いま

す。 

 最後、資料６でございます。これは証券化対象不動産の継続評価に関するガイドライン

の素案でございまして、これについては、いろいろ皆様にご意見があろうかと思いますの

で、当方もぜひじっくりご意見を踏まえながらと思っておりますけれども、保有時の価格

調査について定めるものでございまして、第３パラグラフでございますけれども、継続的

な再評価が行われる場合について、原則としてはやはり鑑定評価基準にのっとった鑑定評
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価が行われるべきなんでしょうけれども、過去に鑑定評価基準にのっとった鑑定評価が行

われている場合には、必ずしもすべての場合に鑑定評価基準にのっとったものが行われな

くても、再評価の結果の信頼性が大きく損なわれない場合もあるだろうということ。それ

から、実務上も鑑定評価基準にのっとらない価格等調査のニーズがあるということ。そう

はいいながら一方で、当然、投資家等保護の観点から、一定の質の確保は必要であるとい

うことが書いてございまして、具体的に適用範囲として、まず（１）、証券化対象不動産

であること。（２）、過去に鑑定評価基準にのっとった鑑定評価が行われた不動産につい

て再評価を行う場合であって、それから、鑑定評価基準にのっとった鑑定評価が行われた

時点と比較して不動産の物的状況、あるいは権利関係、不動産の用途や所在地に鑑みた公

示地価その他地価に関する指標、取引価格、賃料、利回り等の価格等形成の要因に重要な

変化がないという場合に限るということでございます。 

 Ⅲ、適用指針としては、まず、いわゆる鑑定評価の３手法うち、少なくとも収益還元法

は適用するということ。それから、その適用に当たっては、各論第３章に従うこと。それ

から、この部分はご議論がいただければと思ってはいるんですけれども、価格等の種類に

ついて、正常価格等の名前は明示せずに、算出方法等を明示したということ。これは（Ｐ）、

ペンディングを置いてございます。 

 それから、先ほどの（２）に書いた、いわゆる重要な変化がないようなこと。これにつ

いてしっかり検証を行って、検証の結果の概要を成果報告書に記載するということ。それ

からあとは、それ以外の部分、価格または賃料の種類と鑑定評価の方法と鑑定評価の方式

以外の部分については、鑑定評価基準にのっとって行わなければならないこと。これは当

然のこととして、スコープオブワークのガイドラインにも従うということを書かせていた

だいております。 

【熊倉委員長】  ありがとうございました。私のほうで司会進行がうまくなくて、時間

が限られてしまいましたので、申しわけございません。 

 今、事務局のほうからご説明をさせていただいた事項で議論を進めたいと思うんですけ

れども、１つは、お話がありましたのは、最初の報告書の中での利害関係のところの書き

方についての部分について、少し１点絞っての論点が１つと。それからあと、特に大きな

ところではガイドラインについてのところで、１つは依頼者のところはよくて、未竣工建

物のところをどういう振り分けにするかというところと。それから、証券化対象不動産の

継続評価というところをどんな取り扱いに持っていくかというような、大きくは３点があ



 -32-

ろうかなと。それ以外の、いろいろな書き方、あるいは論点については、あわせて並行で

やっていきたいと思うんですけれども、それも今日結論が出るかというとちょっと難しい

かなというふうに思うんですが、最初に利害関係のところで、村木さん、さっきのお話で。 

【村木委員】  そうですね。済みません。ちょっと具体的なアイデアはないんですけれ

ども、先ほど申しましたようにあまり詳しく書くのは、なかなか鑑定士の中で抵抗がある

のではないかなというふうに思います。ただ、何らかの形で書いていくことは必要かなと

は思いますけれども。済みません、ちょっと具体的なアイデアは今のところ……。 

【熊倉委員長】  これ差し支えなければ、ご意見を出していただいた方で、どういう趣

旨かということをもし言っていただければ。 

【木嶋委員】  １６番の。 

【熊倉委員長】  はい。 

【木嶋委員】  私なんですけれども、シンプルに鑑定評価基準よりも厳しい基準にここ

でする必要はないでしょうし、整合性としても、土台としてのガイドラインがあって、そ

の上に特別法というんですか、鑑定評価基準が乗っているのであれば、鑑定評価基準にの

っとるのが一番厳しいもので、その土台の部分はそれより緩やかであるべきと思いまして、

こういう意見を書きました。 

【村木委員】  済みません。これも先ほど分けられていた第三者が使う可能性の高い評

価の場合に限るとか、その辺の色分け、温度差を変えてやったらいいのではないかなと思

います。 

【御手洗企画専門官】  ちょっとご説明させていただきたいと思います。資料３－１の

２ページ（３）の利害関係のところでございますけれども、まず木嶋さんのご意見のとこ

ろは、実は鑑定評価基準より厳しくなっているのはおっしゃるとおりなんです。ただ、今

回報告書本体に書いたような問題意識がございまして、利害関係についてもう少し厳しく

してしっかりと詳細に書いていく必要があるのではないかという問題意識に立ってござい

まして、もしかしたら、もしこれがそのままこのガイドラインとして通れば、鑑定評価に

ついても当然これが適用されるので、鑑定評価基準のほうも、場合によっては改正すると

いうことも念頭に置きながら考えていかなければならないのかなと考えております。 

 それから中身、村木さんのおっしゃられたことにも関連してくるんですけれども、①か

ら⑤まで細かいので、少し説明させていただきますと、①はいわゆる土地と鑑定士との利

害関係です。現状の不動産鑑定基準のそのもののコピーでございますので多分問題はなか
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ろうかと思います。それからもう１つ、⑤が証券化対象不動産に係る場合に、依頼者と証

券化関係者との関係でございまして、これも各論第３章のコピーでございますので、多分

問題なかろうかと思います。それで残ったのが②、③、④でございまして、まず②は、調

査結果が公表、開示、提出される場合ということで、場合は限定させていただいているつ

もりでございます。そのような場合に、これは鑑定業者と依頼者との関係、資本的関係の

親子会社とか、人的関係、役員が派遣されているかどうかとか、あるいは当該不動産の業

務に占める当該依頼者からの受注割合、ここがやや議論になろうかと思いますけれども、

受注の割合。あるいは、先ほどのローテーションにちょっとつながる部分、過去の受注実

績です。こういったところあたりを書いております。 

 それから③、これも同じく調査結果が開示、公表、提出される場合ということで、場合

は限定しております。これは依頼者と不動産鑑定士との関係でございます。資本的関係、

鑑定士が株を持っているかどうか、出資をしているかどうかとか、人的関係、鑑定士がそ

の会社の役員であったり、あるいは人と人との間での縁故関係であったりといったこと。

それから、当該価格等調査に関与する不動産鑑定士の業務実績、いわゆるローテーション

の関係の前提となる業務の実績。 

 それから④、これは第三者へ開示される場合、または報告書が第三者へ提出される場合

の提出先との関係でございます。いわゆる利益相反に関連する部分でございますけれども、

例えば、売り主側から依頼を受けて、実は買い主との関係で何らかの関係がある。利害関

係の中身はちょっとここに書いてございませんけれども、資本的関係、人的関係、受注の

関係、先ほどご説明したようなものがあろうかと思いますけれども、そういったものを想

定しております。 

 以上でございます。 

【村木委員】  特に今の話の中では、受注割合というところが問題になります。金額な

のか件数なのか、いつまでさかのぼるのかというのも前から議論してきた課題です。 

【廣田委員】  ちょっと先ほどの複数の業者さんが共同してやるという場合も今の村木

さんがおっしゃったようなところというのは調べ上げて記載しなければいけないという理

解でいいのでしょうか。 

【御手洗企画専門官】  そうなると思いますけれども。 

【廣田委員】  そうすると、なかなかあれですよね、パートナー関係というのが、その

辺をお互いに、手の内をというか、ちょっと微妙なところが出てくるということですね。 
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【奥田委員】  ④の、例えば買い主に開示される場合とあって、買い主が特定されてい

ないケースもあると思うのですが、そういう場合は、やむを得ない、不明であったと書け

ばよろしいということですね。 

【熊倉委員長】  そうですね。 

【御手洗企画専門官】  不明の場合には不明とせざるを得ないでしょうね。 

【奥田委員】  全体的に、⑤の実務指針を決めたときも議論がありましたが、そもそも

利害関係というのはどこまで記載すべきものなのか、資本的関係というのもどこまでなの

か、人的関係というのもどこまでなのか、例えば例示等を出して、それ以外の部分は突き

詰めていかなくてもここまで確認すればよろしいとか、それ以上は不明であったと記載す

ればよろしいという形に実務的にはなってくるということでしょうか。 

【御手洗企画専門官】  そうですね。ある程度、もう少し詳しい運用上の留意事項みた

いなものは必要になってくるだろうとは思ってはいるんですけれども、それをどこまで数

字で書き切るかどうかというところはまたご議論があろうかなと思います。 

【木嶋委員】  現実に書くという段になって、逆に個人でやっていらっしゃる方は書き

やすいかもしれませんけれども、例えば依頼主が大手不動産会社で、鑑定会社が信託銀行

だったりした場合には、一体どこまで書くべきなのか、把握もできないのでは。現実的に

書けるのだろうかという、イメージがつかないんですが。 

【熊倉委員長】  そうですね。業者といった場合でも、鑑定業界の場合は、いわゆる専

業業者、その業者さんと、そうでない場合の業者さんって確かにあるので、そこら辺のと

ころをどういう意識でやるのかなと。というのはありますね、確かに。ここの中で言葉を

定義していくと、そこそこある程度定義はできていくんだろうなと思うんですけれども、

では、今度はそれをジャッジする場合の指標をどうやってつくるのかなという部分が、や

はり難しいのが受注割合のところの、いつの時点のどういうのと。多分、業者さん自身が

大体、このぐらいはやっていると思うとかというぐらいで、数字を正確に把握しているか

というと把握していない。しかも、それも件数なのかどうなのかとか、両方多分指標なん

ですけれども、それが意外にかったるいんだろうなという部分がありますよね。 

 それ以外の人的関係だとか、資本的関係というのは、たしか会計士業界さんなんかもや

はり同じような指標を持っていらっしゃいますよね。 

【原田委員】  まあそうですね。 

【熊倉委員長】  役員やめてから何年とか。そういうのをいろいろ参考にしながらやれ
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ば、それはそれで１つのメルクマールというか、レジュメでの基準というのはつくりやす

いのかなという気がする。ただ、そういうものをある程度限定の部分でもやったほうが、

外から見る人からするといいのかどうか。そういう視点でつくるべきかどうかという議論

というのもあると思うんです。実効性の部分と必要性の部分と両方だと思うんです。 

【木嶋委員】  そうですね。 

【中山委員】  まさにこの利害関係は非常に気になるところで、大事なところではある

んですけれども、要は、公正な調査に害されるかどうかという基準でも判断しないといけ

ないし、しかも当該、この評価する、あるいは調査する案件に関しての利害という観点で

考えると、過去の受注実績とか何とかですごく時間かかって調べてとかとやられてしまう

と、逆に依頼者の立場からすると、そんなのさっさとやってちょうだいよというようなふ

うになってしまうので、やはり実際のスピードはすごくやはり速いので、ポイントだけつ

いてぐっとまとめたほうがいいかなというように思いますけれども。 

【熊倉委員長】  今の中山さんのご意見は、そうすると、基本的にはこういうものはや

はりあるべきだという。 

【中山委員】  あるべきです。あるべきだし、依頼者に対して開示されるべきだし。依

頼者の後ろにいるそのほかの関係される人たちにも。 

【熊倉委員長】  見るときにそういうものを頭に入れながら、これはどうだという、評

価の位置づけなりするものをちゃんとそういうふうに受けとめることができるような形。 

【中山委員】  それで、それがここの最終的に出された価格なりが、結果が正しいと、

十分な客観性を持っているというものの証明になっているわけですよね。 

【熊倉委員長】  ただ、あとは実行性の問題ですね、おっしゃっているのは。 

【中山委員】  そうですね。細かく細かく要求することはもちろんわかるんですけれど

も、ただ現実的に、それを調べるのに十分時間がかかってしまったら、実際ワークしない

かなという気がしますけれども。 

【熊倉委員長】  今、中山さんがまとめていただいたようなところは現実の、ある意味

での大枠での、やっていく上での基本部分だろうなという感じはするんですが。その辺、

どうでしょう。 

 では、そこを念頭に置きながらもう１回見ていただいて、ご提案をいただくなりという

ことで詰めていって。 

【御手洗企画専門官】  今の感じですととりあえず、このレベルでは多分必要性は大体
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そうかなと。ただ、そのときの運用、例えば受注割合の数字ですとか、人的関係とは何だ

とか、そういったところの部分についてもう少し詳しいものが必要だというような理解を

させていただいてよろしいんでしょうか。そしてそこの範囲であまりワークしないような

細かいものをつくっては、例えば全受注実績を出すなんていうのはとんでもないですよね

と。したがって、過去のある程度、そんなにさかのぼらない範囲でものすごく大きなもの

だけ書くようにするとか、そんなイメージをすれば、大体ワークするのではなかろうかと

いう、そういうようなイメージでよろしいのでしょうか。 

【熊倉委員長】  多分そうでしょうね。 

【原田委員】  監査法人の場合、特別な利害関係、独立性に関するルールがあるわけで、

ただ、かなり客観的なルールだと思うんです。だから、こういう条件を満たせば抵触しな

いということで。それでもやはり確認するのに結構大変なんです。監査法人も大きな組織

になってくると、ある部署でデューデリばかりやっていたりとかいう話になってきて、監

査法人のクライアントが今何千社もあるので、一体このクライアントはうちの監査クライ

アントなのかを確認するのがものすごく手間なんです。内部で、タイミングのずれでデー

タベースに登録されるのに時間がかかっていたりする可能性もあるので、内部でインター

ネットで、メールで回したりとか、そういう作業をやっているんです。 

 監査というのは年に１回、基本的には１年決算なので、契約が長いというか、そういう

意味では確認しやすいんですけれども。 

【熊倉委員長】  そうなんですよね。鑑定はほんとうにそのときごとにぽんぽんと単発

に依頼が来ますから。そこは極めて厳しいなというのが。 

【原田委員】  機動性が求められるということを考えると、バーは下げないと、実際に

業務はワークしないかなという気がします。 

【中山委員】  これはやはり受注割合、受注実績と先ほどのローテーションの問題と非

常に密接に関連しているんですけれども、やはり特定のところからいっぱい受けてはいけ

ないという話にやはりなってしまうんですか。ちょっとそこがよくわからないんですけれ

ども。決してそれは悪いことではないような気もしないではないし。 

【村木委員】  そうすると、複数の鑑定士がいるときはローテーションをやっていれば

よいのですけれども、いないところでは受注できないということになるんですね、個人業

者では。 

【原田委員】  先ほどのローテーションのルールも私も個人的には厳しいなと思いなが
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ら見ていたんですけれども。 

【御手洗企画専門官】  受注のところは少し先の課題かなというイメージですか。 

【横田委員】  帳簿とかつけられていますよね。それはデータベース化すると。 

【熊倉委員長】  多分、今度はこれができれば、そうでなければだめだとやれば、おそ

らくすぐに成果物で出したものは出して、幾つかのフォーマットで指針をつくれば、あと

はそれで、極端な話、エクセルでもすぐに数字が出せるとか、それはできると思うんです。

やりやすいかなとは思うんですけれども、今言っていた落ちるかどうかという、ぎりぎり

のところとか。それからもう１つは、だめなのかどうかという部分ですよね。 

【中山委員】  先ほどのローテーションは鑑定業者ではなくて鑑定士の話ですよね。 

【熊倉委員長】  鑑定士。だから、それはいいのかな。 

【中山委員】  それはいいんですね。 

【熊倉委員長】  いいかなと思うんですけれども。ただ、一方では、何人かのところで、

かなりのウェート、割合でいってしまうと、示せるという部分は、やはり会計士さんなん

かもあるのは、発注が断られたら、そこの事務所が立ち行かなくなるみたいな部分が。 

【原田委員】  だから、独立性とか信頼性の確保というのは、非常に、我々にとっては

コアのところなんですけれども、監査報告書と鑑定書というのはちょっと違うかなという

部分はあって、監査報告書というのは、会計士というのは何をやっているのかよくわから

ないで、結果、適正意見、はい、出しましたみたいなところがあるじゃないですか。我々

は内部で何重ものコンプライアンスチェックをかけてそういう作業をやっているんですけ

れども、利用される方はそういうところはわからないわけで、そうすると、外観的な独立

性が損なわれるだけで信頼性を失うというところがあると思うんです。そういうところが

鑑定士さんがつくられる鑑定書では違うのかなと。ある程度、この物件の価格はそんなわ

けないよなみたいな、鑑定士さん仲間の相場みたいなものもあるはずですし、比較的容易

に実態的な独立性が損なわれているかどうかはチェックしやすいのではないかなと思うん

です。だから、本来的には、自主的なコンプライアンスが効いて、きちんとした独立性で

もって作成するというのが一番重要ですので、その辺あまり外側の形式的なチェックばか

り力を入れるのはいかがかなと思いますけれども。 

【横田委員】  私なんかもある特定の業者から受けられないというのはあまりよくなく

て、別にこういう利害関係があるということを、それなりのレベルで開示していれば、そ

れに基づいて受けているということがきちんと開示されていれば、特定の依頼者から大量
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に受けることをストップするというようなあれじゃなくて、やはり何も開示されないで、

特定の先からいっぱい受けてしまうということが後で判明したときにやはり問題になるの

で、積極的な開示をすることが重要であって、多分その開示ができないと言われたら市場

から退場していかざるを得ないと思うので、何となく今世の中ものすごいスピードで動い

ているので、やはりそういうものにうまく対応するというのが信頼性の確保につながって

いくのではないかなとは個人的に思います。 

【熊倉委員長】  開示するということと、それから今、鑑定評価基準では利害関係を書

けと。だけれども鑑定評価をやってはいけないという場合と、それからそうでない、必ず

書きなさいというのと両方あるはずです。 

【奥田委員】  基本的には利害関係があったとしても公正、妥当であることに変わりは

ないはずで、評価を行うことは否定はされていないはずです。 

【熊倉委員長】  やること自体は別に否定していないですよね。 

【横田委員】  妨げられていないです。 

【奥田委員】  各論第３章についても、利害関係のところにあれほどたくさん記載する

ことになった際に思ったのですが、鑑定士はそういうこととは関係なく公正、妥当に評価

するということになっている、また、各論第３章の中で適用する数値について、妥当と思

われる根拠を書けと。判断根拠をきちんと書くということが主体になっていますので、そ

こがしっかりしているのであれば、どうしてそんなに利害関係にこだわるのか少々疑問に

思っています。 

【熊倉委員長】  多分それは依頼する側がやはり第三者に説明するときに、私はこの人

とこういう関係にありますけれども、ちゃんとやってもらっているんですよというエクス

キューズという部分なんです。 

【奥田委員】  依頼者からの要望ということはわかるのですが、鑑定士としては、どう

いう立場であろうと、公正妥当なものを出していくということなので、むしろ鑑定業界と

してはこういうふうにやっているので、そこのところはこういうふうに考えるべきではな

いかということをこちら側から言っていくという方法もあってもよろしいのではないかと

思うのですが。あれもこれも依頼者から言われるから、ではそれも書かなければいけない、

これも書かなければいけないというのではなくて、こちら側はこういうふうにやっていま

すというような言い方というのもできるのではないのかと思うところです。 

【熊倉委員長】  書くか書かないか。横田さんから言えば、発注側からすると、やはり
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書いておいていただければわかりやすいという。 

【横田委員】  あらゆる契約、例えば、リートの投信法上も利害関係取引があったとき

には、資産運用報告書に開示しなければいけないとかというのは、多分それはほとんど世

の中のスタンダードだと思いますので。どこまで開示するかというのは、その実務に照ら

し合わせて、無制限にやる必要は全くないと思いますし、それは決めだと思うんですけれ

ども、決めたところ積極的にきちんと開示できるような体制があれば、ほかの業界と対比

して、鑑定業界がおくれているというふうには見られないという、そういう意味合いが非

常にあるのではないかなと。 

【熊倉委員長】  奥田さん、それはどうですか。 

【奥田委員】  決まれば、そうなるのでしょうけれども、相当手間がかかるのではない

かと思います。こういうことに力を注ぐのであれば、データ整備のほうに力を注ぎたいと

か、やはり優先順位はあるのかなと思うのです。いろいろなことに全部対応していくとな

るとすごく手間がかかってしまいますので、優先順位を決めて、重要度の高いものからや

っていく形にしないと、なかなか実務的に回らない部分というのはあるのではないかと思

います。 

【熊倉委員長】  実施ベースで行くと、資本関係とか人的関係というのは、そんなに大

きい、研究所さんみたいに何人もいると、一通り調べるのが大変だみたいな部分があると

思うんだけれども、そうでなければ比較的楽かなという感じはするんですけれども、それ

を書くのかどうかというのはあれだけれども、書いても別に全然違和感はないかなという

気はします。 

 そういうところですかね。では、方向としてはそういうことで行きましょう。 

 それとあと、時間が来てしまいましたので、では、未竣工の部分についてのところと証

券化のガイドライン等の部分については、意見を寄せていただくという取り扱いで。これ

は最後の詰めになってきつつあると思いますので、それ以外の部分もあわせてやらせてい

ただくということで、そういう進め方でいいでしょうか。 

 ただ、１点だけ、原田さんにお伺いしたいんですが、私は前々から疑問に思っている部

分で、実は今回、賃貸用不動産の時価評価ということが出ましたですよね。会計のこの部

分での書き方と、証券化不動産の保有時の評価は実は期末評価で、どっちなのかという。

要は、証券化の保有時の期末評価は会計上の時価評価でも、ちょうど当たるのかなという

ふうにも思うんですけれども、そこはどういう。 
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【原田委員】  ちょっと済みません、よくわかっていないんですけれども。もう一度。 

【熊倉委員長】  証券化の不動産の鑑定評価は取得時だとか。それは法律で決まってい

るんですね。 

【原田委員】  そうです。 

【熊倉委員長】  それで、保有時の鑑定評価は別に法律では決まっていない、現実には

やっている。現実にやっている理由というのは、実は、レンダーさんから途中でローンの

償還があるから出してくれとかという話であれば、それはまた別なんですが、多くの場合

は大体期末、決算時にやっているんです。そうすると、決算時にやるということは、バラ

ンスシートの開示をするためにやっているような側面でもあるんですね。 

【原田委員】  従来ですか。 

【熊倉委員長】  従来。結果的に。そうすると、今回の賃貸用不動産の、投資用不動産

の脚注表示というものが出たときに、ここの保有時の、証券化不動産の保有時の期末の部

分はどっちに扱われるのかなと。結果的には、どちらも、両方側面を持っているんだなと

いうことで理解すればいいのかなと思うんですけれども。 

【原田委員】  どっちというのは、どれとどれ。 

【熊倉委員長】  証券化の継続評価という部分で、これは事務局とも相談しなければい

けないんですけれども、継続評価というジャンルで扱うのか、期末というか、会計のほう

の開示のほうで扱うのか。 

【原田委員】  開示上もそれは利用できるということだと。そう思いますけれども。 

【熊倉委員長】  多分なるんでしょうね。だから、そうすると、このときにガイドライ

ンはどっちに整理するんだという部分が意外にあるなと思ったので。そんなこともあわせ

て皆さんにお伺いしたい。 

【奥田委員】  継続評価の場合に、依頼目的が変わるケースがあります。購入のためと

なっていたのが売買のためとなる場合もあります。 

【熊倉委員長】  それははっきりそれでいいんですけれども。 

【奥田委員】  そのようなケースを除く形にして、それ以外の財務諸表のための継続評

価は財務諸表の評価の考え方に一本化するというやり方もあるかもしれないと思います。 

 ところで、財務諸表に関する評価については、簡便的時価算定という方法を鑑定士がや

ることを認めるということなのでしょうか。 

【御手洗企画専門官】  いや、それは当然企業の内部でもできるんですけれども、鑑定
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士が受けるということも当然あり得ると思って、鑑定士が受ける場合にはこのように受け

ましょうという……。 

【奥田委員】  そうですか。前から検討されていたのは、鑑定士が価格を出す場合には、

単純な計算ではなくて、必ず中に鑑定士としての判断を入れるべきであるという考え方が

あります。ここで想定している簡便的というのは全く鑑定士としての判断を入れずとも、

例えば、路線価と地価公示を案分して単なる計算をするということが想定されているので

すか。 

【御手洗企画専門官】  私も実はあまり詳しくない部分はあるんですけれども、判断が

入る入らないという定義も実は結構難しいんだろうと思っていて、例えば時点修正をしま

すようになったら時点修正をどうするか。あるいは案分するときの案分の割合の方法は判

断のような気もしますし、あともう１つは、鑑定士以外の方が受けられる業務について、

当然鑑定士が受けられるというふうには思っていますので、いわゆる隣接・周辺の中で、

公示なりの部分から持ってくるだけのもの、あるいは公示から時点修正だけをして持って

くるようなものを鑑定士が受ける、それは企業の中でやる場合もあるでしょうけれども、

鑑定士が受ける場合には、こういう形でやるというようなガイドラインなのかなと理解し

ていたんですけれども。 

【奥田委員】  例えば、地価公示からの変動率をそのまま当てはめるというときに、個

別的要因の分析をやっていない、近隣地域の地域要因の分析をやっていない、ということ

はあろうかと思います。 

【御手洗企画専門官】  やっていないでしょうね。 

【奥田委員】  そういうことをやっていないという面で判断をしていないということは

あると思います。 

【御手洗企画専門官】  それはそうでしょうね。 

【奥田委員】  例えば、地価公示と路線価で案分するなんていうのは、会社の中の人で

もできると思いますが、それを鑑定士がやる業務として公に認めてもいいということでし

ょうか。 

【御手洗企画専門官】  もともと隣接・周辺業務はそういうものだと思っているんです

けれども、違いますか。 

【奥田委員】  そこはちょっと考え方が違うかもしれません。隣接・周辺であっても鑑

定士が判断したものだけが隣接・周辺になるという理解なのですが。 
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【御手洗企画専門官】  そうなんですか。 

【奥田委員】  要するに、単純な計算というのは、そもそも鑑定士がやるべきものでは

ないのではないかと。鑑定士としての名前を出して相手方に示すものについては、鑑定士

が判断してくれた価格だと依頼者は理解するわけです。この価格というのは……。 

【村木委員】  だから、正常価格で鑑定評価書として出しているやつと、価格調査書で

正常価格と書いたときの、その数字の重みは同じで、調査もしていない、簡便法でやった

評価でさえ同じ位置づけというのが今の前提条件ですよね。そのような簡便な評価を今回

のガイドラインの対象から外すのであれば、一つのやり方だと思います。社内の内部評価

人としての鑑定士の評価というのと、資格ある外部評価人による評価という分かれ目は大

きいと思います。もう少し分類すれば、内部評価人のなかで、鑑定士ではない人と、鑑定

士の人、外部評価人の鑑定士となると思います。外部評価人の鑑定士ではない人というの

はあまり考えられません。 

【村木委員】  だから、正常価格で鑑定評価書で出しているやつと、価格調査で出して

いる。価格調査書で正常価格と書いたときの、その数字の重みは、調査もしていない、簡

便でやったやつ、中身が同じという位置づけというのが今の前提条件の話ですよね。だか

ら、それを外すんだったら、それはそれでまた話はあると思うんですけれども。社内の内

部評価人としての鑑定士というのと、外部評価人という分かれ目は大きな分かれ目だと思

いますけれども。内部評価人で、しかも鑑定士ではない人と、内部評価人の鑑定士の人と

外部評価人の鑑定士。外部評価人の鑑定士ではない人というのはあまり考えられないと思

いますけれども。 

【御手洗企画専門官】  奥田さんがおっしゃるのは、むしろ今の判断が入らないものを

外部に出そうと思えば、鑑定士ではない人でなければ受けてはいけなくて。鑑定士は受け

てはいけないということになりますよね。 

【奥田委員】  鑑定士の名前を書いてはいけないということではないかと思うのですが。

鑑定士の名前を出して、何をやってもいいということになってしまうというのは、それは

よろしいのでしょうか。 

【熊倉委員長】  多分３条の２項のところの解釈になるんですよね。 

【奥田委員】  そうですね。 

【熊倉委員長】  そうですよね。１５年にいろいろ改正するときに、どういう議論、多

分同じような議論があったんだと思うんです。それで、最終的には、不動産鑑定士の名前
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をつけて出す場合はということで。だから、極端な話どっちでもいいという話ですよね。

奥田さんはそれは鑑定士としてやるべきではないのではないんだろうかという。 

【奥田委員】  そういうことです。 

【熊倉委員長】  だから、そうではないんだという人と両方今、現実に世の中あるので、

それをどちらかにするかという話に多分なってしまっているんです。 

【奥田委員】  そうですね。 

【原田委員】  そういう意味では、会計監査人の立場から１つ、まず、簡便的という言

葉がちょっと違和感があるのが１つと、準ずるとか、そのぐらいにしていただきたいなと

いうのと。実際に監査の現場で、失礼ながら、私たちみたいな素人が見てもちょっといか

がわしい感じの鑑定評価書を会社が持ってきて、これは鑑定士さんがつくったんだからこ

れで行きますみたいな感じで会社が言ってくるケースが実際にあるんです。そういうこと

なので、鑑定士さんの名前が不当に使われるような可能性というのはなるべく排除してい

ただいたほうがいいのかなという気はいたします。 

【熊倉委員長】  だから、これはちょうど出す側と、やはり何にというところに出した

場合、そこの重みを理解しないといけないんだと思うんです。それはここの全体の中でそ

ういうことをしっかり理解して業務に当たりましょう、仕事に当たりましょうということ

が、今回我々の全体のトーンだと思うんですけれども、そのときに、あとは具体論のとこ

ろで、それをどこまで現実のところやるかなという気がするんですけれども。 

 さっきの奥田さんの提案というか、そこのところは多分両方あるので。 

【奥田委員】  そうですね。そこは非常に気になるところで。例えば、鑑定士として出

すのであれば、最低限これはやらなければいけないというようなものが必要なのではない

のかと思っているのです。だから、それをやらずに数字だけいじって出すのはどうかとい

う気がしています。どの程度が最低ラインとするのかというところについての議論はある

と思いますけれども。 

【熊倉委員長】  わかりました。３条の２項の部分も含めて。詰まらないね。一番最初

の鑑定評価書は何だというものと、やはり同じ影響の部分ですよね。 

【御手洗企画専門官】  同じような影響があるかもしれませんね。ここは確認させてい

ただきます。 

【熊倉委員長】  わかりました。 

 では、本日の議論は、いろいろ皆さんから率直にいただいて、有益なものをいただいて
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ありがとうございます。私の不手際で時間については申しわけございません。 

 今後の進め方でございますが、あとスケジュールのご報告いただきますけれども、いろ

いろな意見を事務局のほうに寄せていただいて、よりいい形で報告書の作成に当たりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 では、事務局、これでお返し申し上げます。スケジュールのことをあわせて。 

【御手洗企画専門官】  資料７のほうがスケジュールでございます。本日の後、前回示

したより少しスケジュールが後ろへずれ込んでおりますが、第４回の小委員会を最終とい

うか、当面の最終とさせていただきまして、一たんここで報告書をつくりたいと思います。

そこで決定し、その後部会のほうで報告書を決定し、公表というスケジュールを考えてご

ざいます。 

 それと、１月半から２月ぐらい時間があきますので、その間に報告書のたたき台を作成

し、小委員会の委員の皆様にも事前に意見をいただくチャンスを設けたいと思っておりま

すが、これは個別に送付なり、ご訪問するなりでやらせていただこうと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからあわせまして、部会のほうの委員の先生方への意見伺いですとか、あるいは、

大事なこととして、特に業界のほうにお願いするべき事項というのも多いと思いますので、

鑑定協会さんのほうにも意見をお伺いしながら、この１月半ぐらいの間にやっていきたい

と思います。 

 それからもう１つ、事前の問題といたしまして、先ほどの、時間がなくて大変恐縮だっ

たんですけれども、資料の４、５、６を中心といたしました部分につきましては、また１

週間ぐらいで意見をいただければと思っておりますので、後ほどメールを送付させていた

だきますので、４、５、６を中心に、それ以外の部分も含めて、１週間ぐらいでご意見を

いただければ、それを踏まえて今後やりたいと思っております。 

 あと、その後のスケジュールについては、そこに書いてあるとおりでございまして、ス

コープオブワークのガイドラインについては、来年、年明けにパブリックコメントと類似

のことをやった後、できれば４月の初めに発出し、その後、幾ばくかの施行期間を置いて

施行するということ。それから目的別のガイドライン、それから報告書のフォローアップ

につきましては、順次やっていくというようなことになるかと思います。その段階で、ま

た先生方にお力をおかりする機会もあろうかと思いますので、その際にはぜひご協力をお

願いできればと思っております。 
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 以上でございます。 

【熊倉委員長】  では、課長、よろしくあとお願いします。 

【北本地価調査課長】  若干補足しますと、ご理解いただいているかと思いますけれど

も、今日お示ししました財務諸表のためとか、あと、未竣工建物とか、資料の４、５、６

ですけれども、これは報告書できっちりというわけではなくて、今の予定にもありました

ように、とりあえず資料３は今年度中ぐらいにパブコメもかけて、できれば決定したいな

というふうに思っている。施行はもう少し時間がかかると思いますけれども、決定したい

なと思っていまして、資料の４、５、６はある程度ご意見もいただきまして、報告書の中

に骨子なり素案なりという形で、できれば出したいと思いますけれども、実際にそれを決

定するには、もう少し先かなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

 本日は大変貴重なご意見ありがとうございました。ほんとうに事務局の不手際といいま

すか、いつも大量の資料になってしまって、時間が押してしまって申しわけございません。

また、個別にいろいろご訪問させていただきながらご意見をちょうだいしたいと思います

ので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 今日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


